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序     文 

 

日本国政府は、グアテマラ国政府の要請に基づき、「給水委員会強化とコミュニティ開発プロジェ

クト」を実施することを決定しました。これに基づき、独立行政法人国際協力機構は、2010 年 1 月
に討議議事録（R/D）の署名をグアテマラ国政府と取り交わし、2010 年 4 月から 2013 年 6 月までの
予定でこのプロジェクトを実施しています。 

当機構は、プロジェクト開始から約 1 年半が経過した 2011 年 10 月 9 日から 10 月 28 日まで、中間
レビュー調査団を現地に派遣し、グアテマラ側のカウンターパートと合同でこれまでの活動実績なら

びにその結果について、レビューを行いました。 

このレビュー結果は、ミニッツに取りまとめられ、グアテマラ国・日本国双方合意のもとに、署名

交換が行われました。本報告書は、今回の中間レビュー調査および協議結果をとりまとめたものであ

り、今後、本案件を効果的、効率的に実施していくための参考として、広く活用されることを願うも

のです。 

終わりに、調査にご協力とご支援を戴いた関係各位に対し、心より感謝申し上げるとともに、引き

続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

2012 年 2 月 
 
 

独立行政法人国際協力機構 
地球環境部 

部長 江島 真也 
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中間レビュー調査結果要約 

 １. 案件の概要 

国名：グアテマラ共和国 
案件名：給水委員会強化とコミュニティ開発プロ

ジェクト 

分野：地方給水 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部 協力金額（評価時点）：3.9 億円 

協力期間 (R/D)：2010 年 4 月～2013 年 6 月 
相手国実施機関：地方振興庁地方水道計画実施部

（INFOM-UNEPAR） 

日本側協力機関：N/A 

１-１ 協力の背景 

グアテマラ国の給水/衛生普及率は 75%/47%と低い。地方部の給水施設の多くは湧水を水源とした自
然流下方式システムであるが、森林伐採や農地開発等の影響を受け、湧水が減少しているため、地下水

を利用した給水率の向上が必要となっている。そのため、地方給水の責任機関である INFOM-UNEPAR
は日本の無償資金協力により 2007 年までに、地下水給水施設を 14 基整備し、今後も地下水の利用を推
進する方針である。しかし、地下水を水源とする場合、湧水とは異なりモーターポンプで揚水するため、

電力や燃料の消費により運転コストがかさみ、ポンプ等の機器の運転・保守が必要となることから、各

給水施設を利用する住民によって設立される給水委員会は、施設の維持管理に加えて水料金の徴収等の

財務的な管理等の技術を必要としている。このような状況から、グアテマラ政府は今後増加し続ける地

下水利用の給水委員会の組織強化や能力開発のための技術協力プロジェクトを日本政府に要請した。日

本政府は要請内容とグアテマラの「上下水道公共サービス国家計画（PLAN）」及び MDG ゴール等と

の整合性を確認したうえで、本案件を承認し、2010 年 4 月から本プロジェクトが開始された。 
 

１-２ 協力内容 

（１） 上位目標：INFOM-UNEPAR の支援により、地方部の給水委員会（地下水給水施設を利用）の給

水施設に係る運転・維持管理能力が強化される。 
（２） プロジェクト目標：INFOM-UNEPAR の 3 地方事務所（ケツァルテナンゴ事務所、首都圏事務所、

ウエウエテナンゴ事務所）が所掌する給水委員会（地下水給水施設を利用）を支援する能力が

向上する。 
（３） アウトプット 

1. 地下水給水施設の運営・維持管理に関する研修実施体制が構築される。 
2. パイロットサイトから選定された 5ヶ所のモデルサイトでの活動を通じて有効な研修プログラ

ムが開発される。 
3. 研修プログラムに基づいた給水委員会支援活動を実践できるようになる。 

 
１-３ 投入実績（2011 年 8 月末時点） 

日本側： 

専門家派遣： 地方給水計画、研修計画監理、地下水管理／水理地質／GIS、給水委員会運営管理、

住民啓発・衛生啓発、給水施設・機材維持管理、業務調整、通訳、合計 9 名（41.79MM） 
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機材供与： コンピューター、コピー機などの事務機器の他、GPS、GIS、簡易水質検査機器、水

位計、塩素測定器など 
プロジェクト現地経費： 合計 19,383,538 円 

相手国側： 

カウンターパート配置： INFOM-UNEPAR 本部 15 名、地方事務所 11 名 
施設・資機材： プロジェクト事務所 
プロジェクト経費： 合計約 2,651,000 円 

 ２. 評価調査団の概要 

調査者 （担当分野：氏名 職位） 
団   長 ：  佐々木洋介 JICA 地球環境部国際協力専門員 
評価企画／水供給・衛生 ：  本田 隆史  JICA 地球環境部水資源・防災グループ防

災第二課 
評価分析 ：  大橋 由紀 合同会社 適材適所 コンサルタント 
合同評価員：  Faraon Otriz, INFOM, Technical and Project Management 

調査期間 2011 年 10 月 9 日～2011 年 10 月 30 日 評価の種類：中間レビュー 

 ３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１）アウトプットの達成状況 

アウトプット 1： 地下水給水施設の運営・維持管理に関する研修実施体制が構築される。 

研修プログラムの内規案（実施体制を含む）は 2011 年末までに INFOM 理事会の承認を得る予定で

ある。 
アウトプット 2： パイロットサイトから選定された 4 ヶ所のモデルサイトでの活動を通じて有効な

研修プログラムが開発される。 

モデルサイトでの活動を通し、INFOM-UNEPR 職員及び給水委員会を対象とした研修プログラムが

作成されたが、現時点ではまだモデルサイトでの給水委員会レベルでの成果が十分に発現するには

至っていない。 
アウトプット 3： 研修プログラムに基づいた給水委員会支援活動を実践できるようになる。 

モデルサイトでの活動で開発された手法やツールを活用し、2011 年 11 月からパイロットサイトで
の給水委員会支援活動が実施される予定である。 

（２）プロジェクト目標達成状況 

3 地方事務所の職員の能力は上記活動を通して強化されつつある。対象サイトの給水委員会で積立

金の増加・給水停止日数の減少といった成果が発現するためには、支援手法の改善や職員の能力強化

をより効果的に行う必要がある。 
 
３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

グアテマラの政策・ニーズ、日本側支援政策との整合性、手段としての適切性の点から、高い妥当

性が確認された。 
（２）有効性 
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プロジェクト目標達成に向けて 3 地方事務所の能力強化は進んでいるが、給水委員会が安定した運
営維持管理を実施するためには、今後も手法の改善や職員の継続的な能力強化を進め、支援の有効性

を高めることが望まれる。 
（３）効率性 

INFOM-UNEPAR 本部の実施体制（運営維持管理の担当部の不在）、地方事務所の人材不足、一部コ

ミュニティの施設の状態、社会的背景などに見られる課題に対応していくことで更に効率的な活動実

施が期待される。 
（４）インパクト 

上位目標の達成状況の分析については、中間時点では時期尚早であった。また、現時点までに本プ

ロジェクトによる正負のインパクトは生じていない。 
（５）自立発展性 

来年から発足する新政権の政策的支援に注目する一方で、活動の継続に要する人員・予算を検討し

ていく必要がある。また研修プロラム内規化後の施行を確実にすること、一部コミュニティの社会・

文化背景に配慮した支援策を検討していくことなどが期待される。 
 
３-３ プロジェクトの効果発現に影響を与える要因 

 INFOM-UNEPAR 本部/地方事務所における人材不足。 
 給水委員会は 2 年毎にメンバーが交替し、新メンバーの再研修が必要となること。 
 被研修者の社会・文化的な背景等の違いによって、理解度等の速度が異なること。 
 適切な水料金を導入することや積立金を持つことの重要さについて、住民から理解を得ることが

困難。 
 別の施設からも給水を行なっているサイトや、地下水給水施設のユーザーの数が少ないサイトで

は、運営が複雑であり、適正な水料金の設定が困難となる可能性がある。 
 水質に問題が生じているサイトがある。 

 

３-５ 結論 

中間レビュー時点までに活動が概ね計画通りに実施され、アウトプット 1 及び 2 においては活動に見
合った達成度となっているほか、3 でも地方給水委員会に対する支援計画も作成され、定期的なモニタ
リングも実際されるようになった。①妥当性はニーズ、優先度、手段としての適切性の点から、現時点

でも引き続き高い。現時点でのプロジェクト目標の達成見込みの点から、②有効性は中程度、またアウ

トプットの達成状況と阻害要因の点から、③効率性も中程度と判断された。④インパクトについては、

上位目標の達成見込みの分析には時期尚早な状況である。⑤自立発展性は、今後、組織・財政・技術な

ど各視点を考慮した活動の展開が期待される。本プロジェクトは、中間レビュー時点までに様々な活動

が概ね計画通りに実施されているものの、後半期間では、終了後を見据えて、JICA パイロット地域のみ

ならず、当該政府が独自に他地域への展開を容易にするためのフォローアップモデルの確立を目指す必

要がある。 
 
３-６ 提案 

(1) INFOM-UNEPAR に対する「組織としての記憶（Institutional Memory）」の保持への支援促進。 
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(2) 関連機関の村落給水施設の運営、維持管理に関与する際の法的な裏付けや、活動にかかる資金の

確保について確認する。 
(3) 社会的・文化的に特殊な背景を持つコミュニティに対し、有効な支援方法を検討していくこと。 
(4) IDB 及び UN のプログラムと必要な情報交換や連携を行うこと。 
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第1章 中間レビュー調査の概要 

1-1 中間レビュー調査の目的 

本中間レビューは、2010 年 4 月から開始された標記プロジェクトが 2011 年 10 月をもって中間点
を迎えることから、①プロジェクトの投入実績、活動実績、計画達成度を総合的にレビューすること、

②評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点からレビューを行い、プ
ロジェクトの実施に影響を及ぼしている促進要因、阻害要因を確認すること、③以上の結果を踏まえ

て、残された 1 年 8 か月のプロジェクト期間中の活動について検討すること、④中間レビュー調査報
告書を取りまとめ今後の指針とすること、を目的として実施したものである。(a) 調査日程；(b) 主
な面会者は別添を参照されたい。 

1-2 中間レビューの経緯・方法 

本中間レビューは、JICA 外部の評価コンサルタントを含む JICA 本部の評価ミッション（表 1.3 を
参照）及びグアテマラ側の中間レビュー・メンバーが主体となり、2011 年 10 月 9 日から 10 月 28 日
の間、JICA グアテマラ駐在員事務所の協力のもと、JICA 事業評価ガイドライン（改訂版）に沿って、

以下の順で実施した。 

（１） プロジェクトの実績（プロジェクト目標、アウトプットの達成度、投入実績等）や実施プ

ロセスを含むプロジェクト情報を整理し、実施状況の把握･分析を実施した。 

（２） データの収集方法は、2011 年 10 月の時点で所属している①カウンターパート及び②給水委

員会等裨益団体や住民からの聞き取り、③プロジェクトの進捗報告及び既存資料からの情

報収集、専門家（コンサルタント）その他関係者（IDB、世銀、UNICEF、保健省、環境省

等）からの聞き取り等とした。 

（３） 評価 5 項目の内、妥当性と効率性を阻害要因・貢献要因とともに重点的にみた。各項目に

ついて具体的な設問を設定し、必要なデータや情報源、データ収集方法等を検討し、中間

レビューの調査計画表である「評価グリッド（中間レビューグリッド）」を作成した。 

（４） 現地調査を経て、評価グリッドに基づき、各分野の分析とともにプロジェクトの総合的な

中間レビューを行った。 

調査結果は中間レビュー報告書（英文・西文）に取りまとめ、2011 年 10 月 26 日に首都グアテマ
ラ・シティの INFOM 本部で開催された合同調整委員会（JCC）にて、教訓を踏まえた今後の活動を
協議した上で、INFOM 総裁（Manager）、理事長（President Board of Directors）、大統領府経済企画庁
（SEGEPLAN）国際協力局長と JICA 調査団長、チーフアドバイザー、JICA グアテマラ駐在員事務

所長との間で、ミニッツへの署名を行った（別添参照）。 

評価の視点は下記の通り。 
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項 目 視 点 

実績の検証 
・ （プロジェクト側、先方政府側の）投入は計画どおりか（計画値との比較） 
・ アウトプットは計画どおり産出されているか（目標値との比較） 
・ プロジェクト目標の達成の見込みはあるか（目標値との比較） 

実施プロセスの

検証 

・ 活動は計画どおりに実施されているか 
・ 技術移転の方法に問題はないか 
・ プロジェクトのマネジメント体制（モニタリングの仕組み、意思決定過程、JICA

本部・在外事務所の機能、プロジェクト内のコミュニケーションの仕組みなど）

に問題はないか 
・ 実施機関や C/P のプロジェクトに対する認識は高いか 
・ 適切な C/P が配置されているか 
・ ターゲットグループや関係組織のプロジェクトへの参加度合いやプロジェクト

に対する認識は高いか 
・ その他、プロジェクトの実施過程で生じている問題はあるか。その原因は何か 

 
項 目 視 点 

妥当性 

プロジェクトの目指している効果（プロジェクト目標や上位目標）が、中間レビュー

を実施する時点において妥当か（受益者のニーズに合致しているか、問題や課題の

解決策として適切か、相手国と日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの

戦略・アプローチは妥当か等）。前提条件等に変更はないか。 

有効性 

（予測） 

プロジェクトの成果とプロジェクト目標との因果関係があるか。 

プロジェクト目標の達成の見込みはあるか。 

プロジェクト目標の達成を阻害する要因はあるか。 

成果からプロジェクト目標につながる外部条件は、現時点においても正しいか。外

部条件が満たされる可能性は高いか。 

効率性 

成果の達成度は適切か（実績と目標値との比較）。 

成果達成を阻害した要因はあるか。 

成果を算出するために十分な活動であったか。 

成果を算出するために十分な投入であったか。 

過不足ない量・質の投入がタイミング良く実施されたか。 

プロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用されているか（あ

るいは、されるか）。 

インパクト 

（予測） 

上位目標とプロジェクト目標は乖離していないか。 

プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的・間接的効果や波及効果は何か

（予期していなかった正・負の効果・影響を含む）。 

上位目標はプロジェクトの効果として発現が見込まれるか。 

上位目標の達成により、相手国の開発計画へのインパクトは見込めるか。 

マイナスの影響はあるか。それを取り除くための方策は何か。 

自立発展性 

（見込み） 

援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続する見込みがあるか。 

関連法制度は整備されているか。整備される予定か。 

協力終了後も効果を上げていく活動を実施するに足る組織能力はあるか（人材配置、

意思決定プロセスなど）。 

実施機関のプロジェクトに対するオーナーシップは十分に確保されているか。 

経常経費を含む予算の確保は行われているか。 

技術移転の内容や手法は受容されつつあるか。 

資機材の維持管理は適切に行われているか。 

普及・展開のメカニズムがプロジェクトに取り込まれているか。そのメカニズムを

維持できる可能性はどの程度あるか。 

自立発展性を阻害するその他の要因はあるか。 
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1-3 団員構成 

# Name Function Designation 

1 Yosuke Sasaki 
佐々木洋介 

Team Leader 
団長 

Senior Advisor, Rural Water Supply, JICA 
地球環境部 国際協力専門員 

2 Takashi Honda 
本田隆史 

Evaluation Planning / Water 
Supply and Sanitation 
評価企画／水供給・衛生 

Special Advisor, Disaster Management Division 2, Water 
Resources and Disaster Management Group, Global 
Environmental Department, JICA 
地球環境部 水資源・防災グループ 防災第二課 

3 Yuki Ohashi 
大橋由紀 Evaluation Analysis 評価分析 Consultant 

Tekizaitekisho LLC/合同会社適材適所 
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第2章 プロジェクトの概要 

2-1 プロジェクトの背景 

グアテマラ国（以下「グ」国）では、地方振興庁地方水道計画実施部（INFOM-UNEPAR）が地方
部の給水施設を整備し、各給水施設を利用する住民によって設立された給水委員会が施設の運営維持

管理を行う。INFOM-UNEPAR は、給水委員会の設立支援と、その後の運営維持管理に関する指導・

助言を行っている。「グ」国の地方部では、1999 年から 2003 年にかけて約 1,400 の給水施設が建設さ

れ、その多くが湧水を水源とした簡易な自然流下方式の給水システムである。しかし、森林伐採や農

地開発等の影響を受け、湧水の減少（特に乾期）が顕著となり、安定した水源の確保が難しく、地方

部での給水率の改善は困難な状況となっている。近年になって地下水の開発による施設整備の必要性

が高まっており、INFOM-UNEPAR は我が国の無償資金協力（2004～2007 年度）を得て地下水探査に

関わる調査機器や深井戸掘削機等の調達及び 14 サイトで地下水給水施設を整備した。2003 年まで地
下水を水源とする施設は 35 が建設されてきたが、その実施体制の増強により年間 20 の地下水給水施
設の整備が可能となっている。一方で、地下水を水源とする場合、湧水と異なりモーターポンプで揚

水をするため運転コストがかさみ、また、ポンプ等の機器の運転・保守が必要となる。そのため地下

水利用の給水委員会は、機器類の維持管理に加えて水料金の徴収等の財務的な管理等、湧水を利用と

する場合と異なるノウハウを必要としている。 

加えて、「グ」国では、2008 年に「上下水道公共サービス国家計画（”Plan Nacional de los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Saneamiento”para el período 2008-2011）が大統領府水審議会の承認を得て発
効することとなった。この計画は地方部、都市部（県庁所在地）及びグアテマラ首都圏について、6
つのプログラム（(1) 上下水道の公共サービスへのアクセスの拡大と改善、(2) 生活用水の水質の立
ち入り検査、モニタリングと改善、(3) 上下水道に関する教育・啓発と社会開発、(4) 上下水道施設
の運営維持管理の改善、(5) 上下水道に関する経験と教訓の普及、(6) 上下水道の公共サービスの情
報提供、モニタリング、教育の拡充）から構成されている。地方部においては、給水サービスを受け

ていない住民の 10％（780,000 人）のために 2011 年までに上水道施設を整備する計画が、プログラ

ム(1)に示されている。また、プログラム(4)では、地方給水施設の運営維持管理面に携わる給水委員
会の組織化、住民参加等の能力強化が示されているなど、本プロジェクトの方向性と一致している。 

以上のような状況を踏まえ、INFOM-UNEPAR は、今後増加し続ける地下水利用の給水委員会の組

織強化や能力開発のために、研修教材・マニュアル類を整備し、独自に研修を実施する体制を強化す

る必要性が高まっている。その結果、「グ」国政府は、今後増加し続ける地下水利用の給水委員会の

組織強化や能力開発のための技術協力プロジェクトを我が国に要請した。これを受けて、JICA は、

2009 年 2 月に詳細計画策定調査団を派遣し、技術協力の枠組みについて合意、2010 年 1 月の R/D 署

名を経て、2010 年 4 月から本プロジェクトを開始した。 

2-2 プロジェクトの概要 

上位目標：地方振興庁地方水道計画実施部（INFOM-UNEPAR）の支援により、地方部の給水委員
会（地下水給水施設を利用）の給水施設に係る運転・維持管理能力が強化される。 
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プロジェクト目標：INFOM-UNEPAR の３地方事務所（ケツァルテナンゴ事務所、首都圏事務所、ウ

エウエテナンゴ事務所）が所掌する給水委員会を支援する能力が強化される。 

プロジェクトの成果：①地下水給水施設の運営・維持管理に関する研修実施体制が構築される。②パ

イロットサイトから選定された 5 ヶ所のモデルサイトでの活動を通じて有効な研修プログラムが開

発される。③研修プログラムに基づいた給水委員会支援活動を実践できるようになる 

プロジェクトの活動： 

1-1. ベースライン調査（運営管理状況・社会条件調査、給水施設・井戸調査）を行う 
1-2. INFOM-UNEPAR 本部及び地方事務所職員に対する研修プログラム（案）を作成する 
1-3. 下記の研修教材、マニュアルを整備（新規作成、既存改訂）する 
1-3-1. 地方給水事業要請の審査方法、事業計画作成方法、モニタリング・評価方法 
1-3-2. 給水委員会の指導に関する知識・理論 
1-3-3. GIS データベースの構築を含めたサイト情報管理 
1-3-4. 給水委員会メンバー向けの委員会運営方法 
1-3-5. 給水委員会メンバー向けの給水施設・機材維持管理方法 
1-4. 給水施設・機材に係る応急措置を行う 
1-5. 研修プログラム及び研修教材、マニュアルを開発するための活動計画を作成する 
2-1. INFOM-UNEPAR 本部及び地方事務所職員に対する以下の研修を行う 
2-1-1. 地方給水事業要請の審査方法、事業計画作成方法、モニタリング・評価方法 
2-1-2. 給水委員会の指導に関する知識・理論 
2-1-3. GIS データベースの構築を含めたサイト情報管理 
2-2. モデルサイト 4 ヶ所を選定し OJT による研修を行う（この際に地方自治体の参加を促す） 
2-2-1. 給水委員会の運営に係る指導実習を行う 
2-2-2. 給水委員会による給水施設・機材の維持管理に係る指導実習を行う 
2-2-3. 各サイトでモニタリングを行う 
2-3. 上記の進捗及びモニタリング結果を受け、研修プログラムが開発される 
3-1. 残り 10 ヵ所のパイロットサイトの給水委員会を強化する（この際に地方自治体の参加を促

す） 
3-2. 14 ヶ所のパイロットサイトのインパクト調査（運営管理状況・社会条件調査、給水施設、井

戸調査）を行う 
3-3. 14 ヶ所のパイロットサイトを支援した際の成功・失敗事例集を作成する 
3-4. 給水委員会、INFOM-UNEPAR、自治体による農村地域における地下水給水施設プロジェクト

実施体制のあり方についての提言をまとめる 

協力期間：2010 年 4 月から 2013 年 6 月 

関係機関： ①関係省庁：地方振興庁（Instituto de Fomento Municipal/Municipal Development Agency: 
INFOM）②実施機関：地方振興庁地方水道計画実施部（INFOM-UNEPAR/ Executive Unit 
of the Rural Aqueduct Programme） 



 

3-1 

第3章 プロジェクトの実績と実施プロセス 

3-1 投入実績 

3-1-1 日本側の投入 

2011 年 8 月末までの日本側の投入実績は以下の通りである（詳細は添付資料 5 を参照）。 

（１） 専門家（コンサルタント）の派遣 

下表に示す 9 人の専門家が派遣されている。 

表：専門家派遣実績 

担当分野 人数 M/M の合計 

総括／地方給水計画 1 7.50 

副総括／研修計画監理 1 6.50 

地下水管理／水理地質／GIS 1 4.50 

給水委員会運営管理 1 3.50 

住民啓発・衛生啓発 1 5.00 

給水施設・機材維持管理 1 4.00 

業務調整 2 9.79 

通訳 1 1.00 

合計 9 41.79 

 
（２） 資機材供与 

コンピューター、コピー機などの事務機器の他、GPS、GIS、簡易水質検査機器、水位計、塩素

測定器などの機材が日本側から供与されている。 

（３） プロジェクト現地経費 

合計 19,383,538 円（約 1,783,000 グアテマラ・ケツァル相当1）が現地経費として支出されてい

る。 

3-1-2 グアテマラ側の投入 

2011 年 8 月末までのグアテマラ側の投入実績は以下に示すとおりである（詳細は添付資料 5 を参
照）。 

（１） 人材配置 

INFOM-UNEPAR 本部からは関連 4 部署（社会開発プログラム、地下水開発、事前投資、地方

事務所調整）の各部長を含めた 15 名がカウンターパートとして配置されている。内、社会開発プ
ログラムの 1 名がプロジェクトの専属職員であり、また地方事務所調整部のエンジニア 1 名がほ

                                                        
1 JICA 統制レートの年間平均を用いて換算した。2010 年度は 1GTQ＝10.912 円、2011 年度（4 月～8 月）は 1GTQ＝
10.641 円。 



 

3-2 

ぼ専属で活動に参加しているが、残りの職員はそれぞれの担当業務の傍ら、座学研修、定例会議、

モニタリング会議などのプロジェクト活動に参加している。地方事務所からは、首都圏事務所及

びケツァルテナンゴ事務所からは 4 名ずつ、ウエウエテナンゴ事務所からは 3 名がプロジェクト
活動に従事している。 

なお、PDM には地方自治体職員の配置が示されているが、現在まで地方自治体職員のプロジェ

クトへの直接的な参加はほとんどない。 

表：カウンターパート配置 

 所属事務所 組織での役職  所属事務所 組織での役職 
1 INFOM-UNEPAR 

本部 
社会開発プログラム部長 16 首都圏事務所 施設建設監理 

2 地下水開発プログラム部長 17 施設建設監理 
3 事前投資プログラム部長 18 社会開発プロモーター 
4 地方事務所調整部長 19 社会開発プロモーター 
5 社会開発プログラム職員* 20 ケツァルテナ

ンゴ事務所 
施設建設監理 

6 社会開発プログラム職員 21 エンジニア 
7 社会開発プログラム職員 22 社会開発プロモーター 
8 地方事務所調整部職員*  23 社会開発プロモーター 
9 事前投資プログラム職員 24 ウエウエテナ

ンゴ事務所 
施設建設監理 

10 事前投資プログラム職員 25 エンジニア助手 
11 事前投資プログラム職員 26 社会開発プロモーター 
12 地下水開発プログラム職員 
13 地下水開発プログラム職員 
14 水質研究所職員 

15 水・衛生情報国家システム
（SAS） 

＊プロジェクトの専属職員及びそれに準じる職員 
 

（２） 施設、資機材 

INFOM-UNEPAR 本部事務所内に、プロジェクト事務所が提供されている。 

（３） プロジェクト経費 

研修、モニタリング活動、ワークショップ、JCC などのプロジェクト活動の経費として、合計

234,866 グアテマラ・ケツァル（2,651,000 円相当2）が支出された。 

3-1-3 活動実績 

中間レビュー時点までの活動は、ほぼ計画通りに実施された（詳細は添付資料 4 の活動実施計画を

参照）。当初計画と異なる点としては、モデルサイトの数が計画では 5 ヵ所であったが、4 ヵ所で実
施された。その理由は、モデルサイトの候補の一つであったパナバハルの給水委員会が、プロジェク

ト活動への参加に関心を示さなかったことである。モデルサイトでの活動は、他のパイロットサイト

に先駆け、地方事務所職員の OJT を兼ねた給水委員会への支援を行い、その活動を通じて有効な研

修プログラムを開発することが目的であるが、モデルサイトが 5 ヵ所から 4 ヵ所に減ったことによる
影響は、特定されていない。パナバハルの給水委員会は、その後 INFOM-UNEPAR の職員から時間を

                                                        
2 JICA 統制レートの年間平均を用いて換算した。2010 年度は 1GTQ＝10.912 円、2011 年度（4 月から 8 月）は１GTQ
＝10.641 円。 
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かけてプロジェクトの目的などの説明を受け、活動の参加が利益となることを理解し、今後他のパイ

ロットサイトと同時に活動に参加する予定である。 

3-1-4 アウトプットの達成状況 

（１） アウトプット 1：地下水給水施設の運営・維持管理に関する研修実施体制が構築される 

下表に示す指標の達成状況の通り、研修プログラムの制度構築としてプロジェクトが取り組ん

でいる研修プログラムの内規化に関する準備は、ほぼ完了している。中間レビューの時点では、

研修プログラムの内規の最終案を作成しているところであり、2011 年末には承認される予定であ
る。今後は、内規に示される研修実施体制が適切に機能するよう、フォローアップが行われる。 

表：アウトプット 1 の指標の達成状況 

指標 達成状況 
1-1. プロジェクト終了までに

INFOM-UNEPAR職員向け研修が
内規化される（ベースライン値：
0％、目標値：100％）。 

 2011 年 8 月に研修プログラム内規化委員会が設置され、内規
案が作成された。内規案には専門家を含む関係者がコメント
を提出し、その後、最終案を作成中である。 

 内規の最終案は社会開発マネジメント部で承認された後、
2011 年末までには INFOM の理事会で承認され、来年から施
行される予定である。 

1-2. プロジェクト終了までに
INFOM-UNEPAR職員に対する研
修講師がINFOM-UNEPAR本部職
員の中から認定される（ベースラ
イン値：0人、目標値：各テーマ
（７テーマ）につき１人以上）。 

 研修講師の認定は、上記の研修プログラム内規に定義される
予定である。 

 現時点までに、社会分野の職員 1 名とエンジニア分野の職員
2 名が研修講師として十分な能力を得ている。その 3 名で 7
テーマ全てを指導することが可能である。 

1-3. プロジェクト終了までに
INFOM-UNEPAR職員（本部、及
び3地方事務所の技術系、社会系
別）向け研修プログラム（対象職
員、コース、期間、講師認定制度）
が、INFOM-UNEPARで準備され
る。 

 座学の研修プログラムは 1 年次に作成され、実施された。 
 研修には座学と OJT があるが、研修プログラム内規には、

OJT を含めた、対象職員、コース、期間、講師認定制度が規
定される予定である。 

1-4. プロジェクト終了までに
INFOM-UNEPAR職員（本部、及
び3地方事務所）に対する研修制
度に沿った研修教材が、整理・準
備される。 

 座学の研修教材は 1 年次に作成され、使用された。 
 給水委員会のモニタリングフォーマットやマニュアルは、4

つのモデルサイトでの OJT 活動を通して作成された。これら
のフォーマットやマニュアルも研修教材として研修プログ
ラム内規に示される予定である。 

 
（２） アウトプット 2：パイロットサイトから選定された 4 ヶ所のモデルサイトでの活動を通じて

有効な研修プログラムが開発される 

モデルサイトでの活動は概ね計画通りに実施され、有効な研修プログラムの開発に向けた

INFOM-UNEPAR 職員の OJT 研修、給水委員会に対する支援方法・ツールの準備に進展が確認さ

れた。しかし、それらを活用した指導の結果、プロジェクトが導入している活動がコミュニティ

で適用され、モデルサイトの給水委員会の運営維持管理の改善が、現時点ではまだ結果として発

現するには至っておらず、今後もモニタリングや指導を継続する必要がある。 
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表：アウトプット 2 の指標の達成状況 

指標 達成状況 
2-1. 活動2-1終了時に4ヶ所のモデル

サイトの給水委員会への研修を
行うINFOM-UNEPAR職員が地
方事務所に育成される（ベース
ライン値：0人、目標値：各地方
事務所に技術分野1人・社会分野
1人以上）。 

 3 地方事務所の技術分野・社会分野の各 1 人以上の職員が研修を
受けた。これらの職員は、モデルサイトの給水委員会の指導や
モニタリンクに従事している。 

 これらの職員の能力強化の達成度は、6 ヶ月に一度実施される能
力評価で継続的に測定される予定である。 

2-2. 活動2-2終了時に4ヶ所のモデル
サイトで給水施設の故障の状況
確認、修理計画、修理実施にお
ける人的効率が改善され、その
結果、給水施設の稼働状況（故
障時の最大給水停止日数）が改
善する（ベースライン値：90日、
目標値：1回の故障時の最大給水
停止日数60日を下回る）。 

 4 ヵ所のモデルサイトにおいて、プロジェクト活動が開始された
2011 年 2 月以降の故障時の最大給水停止日数は、ニマサックで
の 43 日間であった（ブースターポンプのモータ部焼失、コント
ロールパネルの一部焼失、送水管漏水による）。しかし、その後
も稼働状況は不安定で、給水を開始した 2 日後に再度 24 日間の
停止（ブースターポンプの修理による）、またその後 2 日間の給
水後 14 日間停止し（ブースターポンプの点検及び試運転によ
る）、合計 81 日間の停止となった。 

2-3. 2011年11月までに研修プログラ
ムに沿った給水委員会に対する
支援マテリアル（マニュアル、
フォーマット等）が、整理・準
備される。 

 既存の給水委員会向けの運営維持管理マニュアルにプロジェク
トの研修内容を反映させた改訂版が 2011 年 8 月に作成された。
このマニュアルの最終版が 2011年 10月末までに作成され、10ヶ
所のパイロットサイトで活用される予定。 

 給水委員会がAO&Mで利用するフォーマットや地方事務所職員
がモニタリングに利用するフォーマットは 2011 年 2月に作成さ
れ、モデルサイトで使用した結果に基づき 2011 年 8 月に改定さ
れた。 

 
（３） アウトプット 3： 研修プログラムに基づいた給水委員会支援活動を実践できるようになる 

アウトプット 1及び 2で開発された研修プログラムに基づく給水委員会への指導を 10ヶ所のパ
イロットサイトで展開する活動は 2011 年 11 月から開始される予定であり、10 ヶ所のパイロット
サイトへの支援計画が作成されている。以下各指標の達成状況は、現時点までに活動が既に展開

されている 4 ヵ所のモデルサイトでの状況である。 

表：アウトプット 3 の指標の達成状況 

指標 達成状況 
3-1. プロジェクト終了までに14ヶ所

のパイロットサイトの給水委員
会への支援計画が、3地方事務所
で策定される（ベースライン
値：0％、目標値：100％）。 

 4 ヶ所のモデルサイトの給水委員会への支援計画は、2011 年 2
月の活動開始時に 3 地方事務所により策定された。モデルサイ
トでの支援活動は職員の OJT の一環として行なわれたが、活動
は必ずしも支援計画に沿った実施ではなかった。 

 残りの 10 ヶ所のパイロットサイトの支援計画は、2011 年 11 月
の活動開始に向けて 3 地方事務所により作成されている。今後
の活動では支援計画に沿って実施されるよう指導が行なわれる
予定である。 
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3-2. プロジェクト終了までに14ヶ所
のパイロットサイトの給水委員
会（地下水給水施設を利用）を
定期的に巡回指導・モニタリン
グする（ベースライン値：0回、
目標値：巡回指導3ヶ月に1回、
電話モニタリング1ヶ月に1回、
月例給水委員会運営記録および
月例給水施設運転記録を毎月回
収）。 

 2011 年 2 月以降、3 地方事務所の職員はモデルサイトを少なく
とも月 1 回、必要に応じて更に頻繁に訪問している。 

 4ヶ所のモデルサイトの月例記録は3地方事務所の職員により回
収されており、その提出率は 2011 年 8 月には 95％にまで改善し
た。 

3-3. INFOM-UNEPARの3地方事務所
が所掌すべき給水委員会（地下
水給水施設を利用）のリストが
作成され、INFOM-UNEPAR本部
事務所、地方事務所、地方自治
体間で共有化、更新される（ベー
スライン値：存在せず、目標値：
更新・共有化1ヶ月に1回）。 

 UNEPAR 全体が所掌すべき給水委員会（地下水給水施設を利用）
のリストは 2010 年 9 月に作成された。各給水委員会の施設の状
況は地方事務所によりアップデイトされることになっている。3
地方事務所では、モデルサイトについては情報の提出率は上述
のとおり 95％まで向上した（2011 年 8 月）。 

 給水委員会に関する情報は UNEPAR 本部の各プログラムや地方
事務所で共有している。地方自治体のモデルサイトでの運営維
持管理活動への関りは、今まで非常に限られており、情報の共
有は行なわれてこなかった。2011 年 9 月からは自治体との情報
共有も部分的に開始されたが、まだ参加は限定的である。 

 

3-1-5 プロジェクト目標の達成見込み 

プロジェクト目標「INFOM-UNEPAR の 3 地方事務所（ケツァルテナンゴ事務所、首都圏事務所、

ウエウエテナンゴ事務所）が所掌する給水委員会（地下水給水施設を利用）を支援する能力が向上す

る」の指標に基づく達成状況は下表に示すとおりである。3 地方事務所の職員の能力強化は進展して

おり、プロジェクト期間後半では 10 ヶ所のパイロットサイトでの展開を通して更に強化される予定
である。その結果として、給水委員会の運営維持管理の改善が指標として期待されているが、パイロッ

トサイトによっては社会・文化的背景などにより成果が発現するまでに時間がかかることが予想され

る。 

表：プロジェクト目標の指標の達成状況 

指標 達成状況 
プ ロ ジ ェ ク ト 終 了 ま で に
INFOM-UNEPAR本部及び3地方事務
所の担当職員が研修を受ける（ベー
スライン値：0人、目標値：本部10人、
地方事務所12人）。 

 2010 年 5 月から 11 月に INFOM-UNEPAR 本部及び 3 地方事務所
の職員に対する座学研修が実施された。2011 年 8 月の時点でまだ
在職中の研修を受けた職員の数は本部 12 人、地方事務所 9 人で
ある。 

 一年次の上記座学研修のほかに、2011 年 2 月からは OJT による
研修が継続的に実施されている。また、毎月一回フォローアップ
のためのワークショップを実施し、職員の能力強化を図ってい
る。 

 新たに雇用された職員は OJT による研修を受けている他、座学を
受けた同僚から指導を受けている。 

 座学及び OJT の研修を受けた職員の能力強化の達成度を測るた
め、6 ヶ月に一度の能力評価を実施している。第一回目は 2011
年 3 月、第二回目は同年 9 月に実施された。今後も継続され、結
果は終了時評価までに取りまとめられる予定である。 
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指標 達成状況 
プロジェクト終了までに給水施設の
故障の状況確認、修理計画、修理実
施における人的効率が改善され、そ
の結果、14ヶ所のパイロットサイト
の給水委員会が運営する給水施設の
稼働状況（故障時の最大給水停止日
数）が改善する（ベースライン値：
90日、目標値：１回の故障時の最大
給水停止日数60日を下回る）。 

 4 ヶ所のモデルサイトでは、2011 年 2 月のプロジェクト活動の開
始以降の最大給水停止日数は、指標 2-2で示したとおり、ニマサッ
クでの合計 81 日間の停止であった。 

プ ロ ジ ェ ク ト 終 了 ま で に 、
INFOM-UNEPAR 地方事務所からの
支援を受けながら、運営維持管理計
画が 14ヶ所のパイロットサイトの給
水委員会で見直される。（ベースライ
ン値:首都圏事務所 7 箇所中 0 箇所、
ウエウエテナンゴ事務所 3 箇所中 0
箇所、ケツァルテナンゴ事務所 4 箇
所中 0 箇所、目標値：首都圏事務所 7
箇所中 7 箇所、ウエウエテナンゴ事
務所 3 箇所中 3 箇所、ケツァルテナ
ンゴ事務所 4 箇所中 4 箇所）。 

 4 ヶ所モデルサイトの給水委員会では、プロジェクトが導入した
フォーマットを用いて運営維持管理計画を作成したが、期待した
とおりの計画にならなかったため、より分かりやすいように
フォーマットを改定した。新しいフォーマットを活用し、期待さ
れる運営維持管理計画が作成された。 

 来月から開始される 10 ヶ所のパイロットサイトでの活動でも、
新しいフォーマットによる運営維持管理計画の策定が行なわれ
る予定である。 

プロジェクト終了までに 14ヶ所のパ
イロットサイトの給水委員会の積立
金が増加する（ベースライン値また
は目標値：各パイロットサイトによ
り異なる値を設定する）。 

 プロジェクト活動が既に実施されている 4 ヶ所のモデルサイト
の内、エル・ジャノでは積立金が増加している（まだ適正料金に
は達していないものの水道料金の値上げが行なわれた）が、その
他の 3 ヶ所ではまだ積立金は増加していない。4 ヶ所とも、住民
集会での承認が得られていないことから、適正料金の回収が開始
されていない。地方事務所の職員は給水委員会に対し、住民の合
意を得るように指導しているが、住民を説得するには時間がか
かっている。 

 10 ヶ所のパイロットサイトの積立金のベースライン値について
は、多くのサイトで積立金金額の情報を提供することを嫌うた
め、まだ情報が収集できていない。プロジェクト活動が開始され、
信頼関係を築いてから情報を再度収集する予定である。  

 コミュニティの住民に適正な料金の必要性や重要性を説得する
ために、プロジェクトでは各コミュニティの料金を設定するため
の計算フォームを作成しており、2011 年 8 月から 4 ヶ所のモデル
サイトで利用している。残りのパイロットサイトでの活動でもそ
のフォームが活用される予定である。 

プロジェクト終了までに 14ヶ所のパ
イロットサイトの給水委員会が、月
例給水委員会運営記録および月例給
水 施 設 運 転 記 録 を 所 轄 の
INFOM-UNEPAR 地方事務所に毎月
提出するようになる（ベースライン
値：0％、目標値：80％）。 

 4ヶ所のモデルサイトにおける 2011年 3月から 7月までの記録の
提出率は 55％であったが、フォーマットを分かりやすいように
改定したり、地方事務所職員に対する月例ワークショップを継続
したりしてきた結果、2011 年 8 月には提出率は 95％まで改善し
た。 

 提出率が当初悪かった理由としては、1）定期的かつ厳密な情報
提出に慣れるまでに時間を要したこと、2）地方事務所の職員数
が社会系、技術系にそれぞれ 2 名程度しかいない一方で、投資前
から投資後までの業務に対応しており、業務量が多いこと、3）
モニタリングの必要性や重要性が徐々に職員の間でも理解され
てきたこと、などが挙げられている。 
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3-1-6 実施プロセス 

（１） プロジェクトの実施体制 

プロジェクトの主要な意思決定は、半年に一度の JCC（現時点までに 5 回開催）や、隔週で行
なわれる関連プログラムの部長レベルの会議で決定されている。これらの会議の他に、特定の課

題について協議するマネジメント会合が INFOM の長官を議長として 2011 年 6月から開始されて

おり、今までに 3回開催され、UNEPARの各プログラムの運営維持管理における役割や責任分担、

カウンターパートの参加が不十分であること、研修プログラムの制度化などについての協議が行

われた。 

プロジェクト活動の実施プロセスにおいては、INFOM-UNEPAR のカウンターパートや日本人

専門家及び JICA グアテマラ事務所の間で、上述の公式の会議の他、実施レベルのミーティング

や、活動中の直接のやり取り、メール、電話などにより適切なコミュニケーションが保たれてい

る。UNEPAR 本部と地方事務所の間では、公式なコミュニケーションのルートとしてやり取りは

地方事務所調整部を通して行なわれているが、直接関連プログラムと連絡するよりも時間がかか

るため、対応に遅れが生じる場合もあるとの意見が聞かれた。 

プロジェクト活動の計画や実績、課題などについては、上述の各レベルでの会合で協議されて

いる。対象の給水委員会や施設のモニタリングで得られた情報は UNEPAR 本部の各プログラムの

間で共有されているが、確認された課題にスムーズかつ十分に対応するためには、まだ情報共有

に改善の余地があると指摘されている。 

（２） 技術移転の方法 

アウトプットの達成状況で述べた通り、UNEPAR 本部と 3 地方事務所の職員に対する座学によ

る研修が一年次に実施された。研修の方法、内容、教材、講師（大部分を日本人専門家が担当）

については、研修に参加した職員は満足のいくものであったと回答している。しかし、改善の余

地がある点として、以下のコメントが挙げられた。 

 講義中、講師の説明内容の全てを理解するためには、通訳が十分でなかったケースがあっ

た。 
 全ての講義の内容は重要で役立つものであったが、短期間で全て吸収するには内容が多す

ぎると感じることがあった。この点については、内規案に含まれる研修プログラムの作成

において考慮され、将来の研修では適切なプログラムとなるように検討されている。 
 

座学の後に、2011 年 2 月から OJT による研修が開始された。UNEPAR 本部の職員は他の業務

との兼合いにより時間が十分に無いことから、4 ヶ所のモデルサイトでの OJT への参加は一部の

職員に限られている。OJT に参加している職員からは、実際の現場での研修によって直接活動で

活かせる能力の強化に結びついていると評価されている。一方、これらの研修を受けた職員のう

ち数人が解雇されており、新しい職員の採用も生じている。新たな職員については、座学の教材

を活用したり、OJT や月例ワークショップで必要な指導を提供したりしている。 

モデルサイトの給水委員会への研修は、3 地方事務所の職員への OJT の一環として実施された。

地方事務所の職員はモデルサイトを頻繁に訪問し、運営維持管理に関する指導を行なった。実際
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の指導には、必要に応じて UNEPAR 本部のカウンターパートや専門家が同行した。研修の方法は、

ステップバイステップの地道な指導や、モニタリング、フォローアップの継続であり、給水委員

会のメンバーが自分たちの仕事の内容を十分に理解し、実行できるようになるためには適切な指

導方法であると考えられている。しかし、理解力や吸収力は各メンバーの個人的な資質や文化的・

社会的な背景、教育レベルなどによって大きく異なっている。 

（３） 関係者の参加度、貢献度 

日本人専門家の貢献については、地下水給水施設の運営維持管理に関する十分な技術や知識を

提供している、それらは非常に適切で役立つものであると評価されている。 

UNEPAR 本部のカウンターパートについては、運営維持管理に係る様々なテーマにおいて、そ

れぞれのテーマに関連する UNEPAR のプログラム（担当部課）の職員が参加している。社会開発

プログラムの職員一人がプロジェクトの専属として活動しており、また、専属ではないものの地

方事務所調整部の技術系職員一人がプロジェクトの技術系の担当カウンターパートとして多くの

時間プロジェクト活動に参加している。しかし、その他のカウンターパートについては、所属プ

ログラムの担当業務を優先していることから十分な時間をプロジェクト活動に充てることができ

ず、参加は限られた活動に留まっている。 

地方事務所の職員については、社会系ユニットと技術系ユニットにそれぞれ 2、3 人が配置され
ているのみであり、場合によっては 1 人しか配置されていないこともある（ウエウエテナンゴ事

務所の社会系ユニット）。そのような職員の不足がプロジェクト活動参加の妨げになっている。 

4 ヶ所のモデルサイトの給水委員会については、委員会メンバー個人の都合にもよるが、概ね

プロジェクト活動への参加を得ている。プロジェクト活動や会合に参加するために個人の労働時

間を割いているため、全ての活動に 100％参加することは難しい状況である。 

市役所については、農村の給水施設の運営維持管理というテーマにおいて、本プロジェクトや

INFOM-UNEPAR との関係はまだ十分に築かれていない。いくつかの市役所では地下水給水施設

の電気設備などにおいて支援を提供したが、運営維持管理の活動における参加は非常に限られて

いる。市役所によっては、給水を専属で担当する職員がいないケースや、都市部の給水施設以外

には対応していないケースなど、農村の給水施設に対する運営維持管理面での支援体制は整って

いない状況である。 
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第4章 評価５項目による評価結果 

4-1 妥当性 

以下に示すように、グアテマラ社会のニーズ、開発計画、日本の支援政策との整合性、手段として

の適切性の面から、本プロジェクトの妥当性は、引き続き高いことが確認された。 

（１） グアテマラ社会のニーズ、グアテマラ政府の優先課題との整合性 

本プロジェクトは、地下水を水源とする給水施設のニーズが高まる一方で、農村地域における

地下水給水施設の運営維持管理に関する経験や能力が不足しているグアテマラ社会のニーズに基

づき、開始されたプロジェクトである。中間レビュー時点でもその状況には変化は生じていない。 

グアテマラ政府の優先課題の面では、現時点では「給水・衛生公共サービス国家計画 2008-2011
年」が引き続き有効な政府の開発計画であり、2011 年までに水へのアクセスがない農村の人口の
10％（780,000 人）へ給水サービスを提供すること、給水委員会の運営維持管理を強化することな
どが目標に含まれている。本プロジェクトは、給水委員会に運営維持管理に関する支援を行なう

INFOM-UNEPAR の能力強化をとおし、この政策に貢献しているといえる。 

（２） 日本の支援政策との整合性 

日本の対グアテマラの支援政策によると、グアテマラ政府への支援重点分野の一つとして、地

域間の格差の是正が挙げられている。本プロジェクトは日本が支援を強化している西部地域の格

差の是正に貢献する支援として位置付けられており、日本の支援政策との整合性が高い。 

（３） 手段としての適切性 

現時点までの座学研修や 4 ヶ所のモデルサイトでのプロジェクト活動を通して、

INFOM-UNEPAR の職員の能力強化や、その職員を通して実施される給水委員会への支援の一環

であるモニタリング、フォローアップの手段として導入している技術や手法は、給水委員会の能

力を強化するための手段として適切であると評価されている。2011 年 11 月からは現時点までに
開発された方法を 10 ヶ所のパイロットサイトで展開していくため、将来 INFOM-UNEPAR が全地

域の地下水給水施設（現在約 100 ヶ所）に適切に対応していけるように今後の活動を通してアプ

ローチや手段をさらに改善していくことが期待される。 

4-2 有効性 

以下のような達成状況から、現時点までの有効性は中程度であった。プロジェクト期間の終了

までに最大限の目標達成を目指し、職員の能力強化や給水委員会の支援方法の改善を進めること

が期待される。 

（１） プロジェクト目標の達成見込み 

「3-4 プロジェクト目標の達成見込み」で示したとおり、3 地方事務所の職員の能力強化は進展
しているが、各職員の能力強化の達成状況は経歴などによって異なっており、また、新しく雇用

され途中からプロジェクトに参加している職員もいる。プロジェクトは今後 10 ヶ所のパイロット

サイトでの活動展開をとおして、更に職員の能力強化に努める必要がある。各職員の能力強化の
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達成状況は半年毎に実施される能力評価で測定しており、終了時評価の際には結果が示される予

定である。 

（２） プロジェクト目標とアウトプットの因果関係 

3 つのアウトプットはプロジェクト目標の達成に直接貢献している一方、既に訓練を受けた人

材の交替はプロジェクト目標の達成に大きく影響を与える問題であり、今までにもそのような状

況が生じている。また、2012 年 1 月の政権交代により更に人材交替が生じることが予測されてい
る。人材の不安定な状況の対策として、本プロジェクトでは研修プログラムの制度化に取り組ん

でいる。今までの活動をとおして策定された研修プログラムの内規が今年の 11 月までに承認され
る予定であるが、年明けから発足する新政権も研修プログラムを重視し、UNEPAR 自身により新

規雇用の職員やプロジェクトの対象外の地方事務所職員に対する研修が早期に開始されることが

期待される。 

プロジェクト目標の指標には、パイロットサイトの給水委員会の運営維持管理のパフォーマン

スに直接係る指標が設定されている。しかし、各サイトの社会・文化的な背景や状況によっては、

成果が生じるまでには時間が必要である。給水委員会の能力強化を更に加速し、住民の運営維持

管理（適正料金による運営や、塩素消毒による質の確保などを含む）の重要性に対する理解を促

進するためには、残りの期間の活動展開を通じて地方事務所の支援能力の強化や支援方法の改善

に更に努める必要がある。 

4-3 効率性 

プロジェクト活動は概ね計画通りに実施され、その成果が生じてきている一方で、アウトプットの

達成を阻害する要因に対し対策が必要となっている状況から、現時点までの効率性は中程度であった。 

（１） アウトプットの達成状況 

アウトプット 1 については、活動が計画通に進んでいることにより、ほとんどの指標は既に最

低限の達成が確認されている。残りの期間では、今までに策定された研修プログラムを更に改善

し、研修プログラムの制度化についてフォローアップを行なっていくことが期待される。 

アウトプット 2 については、教材やフォーマットを含む研修プログラムが 4 ヶ所のモデルサイ
トの活動を通して開発され、その内容は研修の内規に定義される予定となっている。既述のとお

り給水委員会の運営維持管理における活動の結果としての指標の達成にはまだ至っていないため、

今後も支援方法の有効性を確認しながら 10 ヶ所のサイトでの活動を進める必要がある。 

アウトプット 3 については、2011 年 11 月から関連活動が本格的に開始される予定である。人
材の交替が UNEPAR 本部でも地方事務所でも生じていることから、10 ヶ所での活動を展開する
一方で、研修プログラムの実行により職員の能力強化を継続的に実施していくことが必要となっ

ている。 

（２） アウトプットの達成に影響を与える要因 

アウトプットの達成に向けた課題として以下の点が挙げられる。 

 INFOM-UNEPAR 本部のカウンターパートは、プロジェクト専属の職員以外は運営維持管理
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に関する業務は追加業務と捉えているため、通常業務が優先され、プロジェクト活動に十分

な時間が確保できていない。このような課題に対し、INFOM-UNEPAR では運営維持管理に

特化した部を新設することを提案しており、2011 年末までに INFOM 理事会で承認され、

2012 年からは新設された部が機能することが期待されている。 
 地方事務所については、社会系と技術系に分かれたユニットが投資前から投資後までの全て

の給水事業に係わっている。各ユニットに 2、3 人の職員が配置されているのみで、プロジェ
クト活動に期待通り従事することが難しい状況である。 

 給水委員会は 2 年毎にメンバーが交替し、新メンバーには新たに運営維持管理の指導が必要

になる。 
 教育レベルや社会・文化的な背景によって、プロジェクトが導入している技術や方法を給水

委員会のメンバーが理解し、実行できるようになるためにはかなりの時間を要する場合があ

る。 
 社会・文化的な背景により、適切な水料金を導入することや積立金を持つことの重要さにつ

いて、コミュニティの住民から理解を得ることが困難で、時間を要している。 
 いくつかのパイロットサイトでは給水施設に技術的な問題があり、運営維持管理が難しい

ケースがある。 
 別の給水施設（湧水）からの給水があるサイトや、地下水給水施設のユーザーの数が少ない

サイトでは、運営の面で複雑な要素があり、適正な水料金の設定が困難となる可能性がある。 
 水質に問題が生じているサイトがある一方で、住民が塩素による消毒に慣れ、受け入れるこ

とが難しい。 
 
（３） 投入の質、量、タイミング 

現時点までの投入については、以下の点が指摘されている。 

 INFOM-UNEPAR は人材や施設の投入を適切化してプロジェクトに取り組もうとしてきた

が、人材が限られており、必要とされる活動に対して十分な人材配置ができていない。また、

研修を受けた人材の解雇がプロジェクト活動に影響を及ぼしている。 
 地方事務所の職員の旅費や車輌の燃料が不足したケースがあり、活動の実施に影響を及ぼし

た。 
 モデルサイトでの活動開始の時期に専門家の派遣手続きが必要な期間が重なってしまった

ため、その間専門家が不在となり、カウンターパートへの十分な指導ができなかった。 
 「活動 1-4：給水施設・機材に係る応急措置を行う」について、予期せぬ故障などに対応す

る経費は予算に含まれないため、適切なタイミングで対処することが難しかった。 
 井戸のリハビリ機材について、R/D では供与することになっていたが、JICA 側から供与し

ないことが判断された。その理由としては、1)グアテマラ側からリクエストのあった機材で
は技術的にパイロットサイトで生じている問題に対処するには不適切であること、2)コミュ
ニティが独自に自分たちで費用を捻出し民間の業者を活用して井戸のリハビリを行なう

ケースもあること、3)政府機関が安価で井戸のリハビリのサービスを提供することは民業圧

迫となりかねないこと、が挙げられる。しかし、カウンターパートの中にはまだこの機材が

必要であるとの指摘もあることから、十分な説明が必要となっている。 
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 カウンターパートの本邦研修は当初 R/D には含まれていなかったが、有効であると判断さ

れ、実施されることになった。しかし、実施のタイミングが何度か変更されたため、本邦研

修の結果をプロジェクトの中で十分に活用するためには事前にプロジェクト活動の進展に

鑑みて計画を立て、計画通に実施する必要がある。 

4-4 インパクト 

上位目標の達成見込みについては、現時点では時期尚早であった。また、プロジェクトによる正負

の波及効果は特に生じていない。 

（１） 上位目標の達成見込み 

上位目標を達成するためには、INFOM-UNEPAR の職員の研修や給水委員会の支援方法を全国

の地方事務所に広げ、それらの地方事務所の職員が適切なタイミングで全国の地下水給水施設の

給水委員会に対応する必要がある。中間レビューの時点では、その見込みを分析するには時期尚

早であったが、残りのプロジェクト期間では、全国展開を視野に入れた研修プログラムや給水委

員会の支援方法が構築されていくことが期待される。 

（２） 他のプログラム・プロジェクトとの連携 

INFOM-UNEPAR では 2008 年から米州開発銀行（IDB）の Rural Water Investment Programme（予
算規模：50 百万米ドル）を実施中で、追加案件として Water and Sanitation Programme for Human 
Development を IDB はスペイン政府との連携のもとで、実施する予定である（150 百万米ドル）。
これらプログラムの目的は、農村・都市周辺部・都市部の水・衛生サービスへのアクセスを改善・

拡大することにあり、1）体制強化及びリーダーシップ、計画、規制、サービス提供の機能の強化
のための計画、2）農村地域の水・衛生施設のへの投資サブプログラム（コミュニティ開発や地方
自治体の強化活動を含む）、3）都市部、都市周辺部の水・衛生施設の拡大及び改善サブプログラ

ム（対象とする地方自治体の組織強化活動を含む）、のコンポネントを有する3。 

またグアテマラ国では国連機関が、給水政策分野（UNDP）、水質（WHO）衛生分野（UNICEF）
などでの活動を行っており、これらのドナー機関はグアテマラ国での水衛生サービスの総合的な

改善を目的としている。このため、2011 年 10 月の中間レビューにおいて本プロジェクトは相乗
効果を検討した上で、連携の可能性を探ることが確認された。 

4-5 自立発展性 

プロジェクトの自立発展性を確保するためには、以下の点を考慮した上でプロジェクト期間の後半

の活動を実施していく必要がある。 

（１） 政策・制度面 

来月（2011 年 11 月）に大統領選挙が予定されており、来年 1 月から新政府が発足する。その
ため、「給水・衛生公共サービス国家計画 2008-2011 年」に代わる 2012 年からの政策については、
現時点では不明である。 

                                                        
3 IDB（2009 年）「人間開発のための水・衛生プログラム（Water and Sanitation Program for Human Development）」第 1
フェーズ、ローン・プロポーザル 



 

4-5 

（２） 組織・財政面 

プロジェクトの効果を UNEPAR に制度化するために、運営維持管理に特化した新たな部の設置

が提案されている。この提案は、次期政府への引継ぎのためのプロポーザルに含まれる予定であ

り、来年からその部が新設されることが期待されている。 

人材については、現時点では座学と OJT の両方の研修を受けた人材は限られており、自立発展

性を確保するためには、より多くの人材に対する研修を専門家から支援を受けられるプロジェク

ト期間中に提供することが期待される。また、地方事務所の人材の不足は、プロジェクトによっ

て開発された手法で給水委員会への支援を拡大していく際にも課題となり得る。 

財政面では、プロジェクト活動の将来的な拡大に必要な予算はまだ検討されていない。給水委

員会への十分な支援を行なうためには、存在する地下水給水施設の給水委員会の数に応じた地方

事務所への適切な予算配分が望まれる。 

（３） 技術面 

プロジェクトが導入した技術、知識、手法は INFOM-UNEPAR の職員に受け入れられている。

また、プロジェクトが導入しているコミュニティにおける日常の運営維持管理の活動やフォー

マットは 4 ヶ所のモデルサイトの給水委員会で受け入れられているが、まだ能力強化のプロセス

の途中であり、全てが実行されるまでには至っていないため、今後も受け入れ状況は確認してい

く必要がある。 

研修プログラムの制度化については、2012 年 2 月からは研修が内規に基づいて実施され、新規
職員や、他の地方事務所の職員が研修を受けることが望まれる。研修プログラムの内規には、研

修の評価、フォローアップ、プログラム内容のアップデイトなどについても規定される予定であ

る。 

（４） ジェンダー、文化、環境面 

プロジェクトでは給水委員会への女性の積極的な参加を促すことを必要条件として実施してい

る。モデルサイトの中には先住民の社会・文化的背景を持ち、独自の言語がありスペイン語を理

解しない人口が大部分を占めるようなコミュニティが含まれている。そのようなグアテマラ社会

の主流と異なるコミュニティを支援する際に、地方事務所の職員がコミュニティを理解し必要な

支援を提供することが難しい状況が生じている。不適切な方法での支援はコミュニティに負の影

響を及ぼしかねないため、より適した支援方法を検討していく必要がある。 

環境面については、地下水の水位が低下しているサイトが 1 ヵ所ある4ほか、適切な衛生施設の

不備による生活排水や糞尿の流出によって生じる水質汚染が懸念される。 

                                                        
4 パイロットサイトである Xenimajuyú において水位の変化は次のとおり。1) 2006 年 9 月（建設時）：38m（ポンプ
位置は 58m、動水位は 44m）、2) 2011 年 3 月（乾季後半）：51m、3) 2011 年 10 月（雤季末）：45m。当初は 1 日 14
時間揚水していたところ、2011 年 3 月（乾季）には水位が下がってポンプが止まるため 1 日 8 時間しか揚水できなかっ
たが、2011 年 10 月（雤季）には施設の運転に支障なかった（給水委員会からのコメント）。約 600m 離れた農業用井

戸（2009 年 9 月建設）が使用される乾季にさらに水位が低下し、施設の運転に一部支障が生じる模様。 
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4-6 結論 

本プロジェクトは、中間レビュー時点までに様々な活動が概ね計画通りに実施されているものの、

後半期間では、終了後を見据えて、JICA パイロット地域のみならず、当該政府が独自に他地域への

展開を容易にするためのフォローアップモデルの確立を目指す必要がある。サステナビリティを確保

するとともに、上位目標の達成につなげていくためにも重要なポイントであり、グアテマラの国家計

画/政策及び MDG への貢献を目指した質の高い支援を継続して実施する。 
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第5章 提案 

5-1 人材流出への対応 

 INFOM-UNEPAR 及びカウンターパートの「組織としての記憶（Institutional Memory）」の保持
を徹底するため、一層のデータベース化を促進し、新職員に対する引継研修プログラムを充実

化させる。 

5-2 組織・制度面強化への対応 

 市役所に村落給水施設の運営、維持管理にかかる分野への参画を求める場合は、その役割、責

任範囲、権限を明らかにするとともに、村落給水施設の運営、維持管理に関与する際の法的な

裏付けや、活動にかかる資金の確保について確認し、市役所と十分協議する。 

 IDB が実施している Rural Water Investment Programme 及び実施予定の Water and Sanitation 
Programme for Human Developmentは INFOMを実施機関として、体制強化及びリーダーシップ、

計画、規制、サービス提供の機能の強化のための計画を包括しているため、IDB との相乗効果

を検討する。 

5-3 マイノリティへの対応 

 先住民コミュニティの文化的背景を十分尊重しつつ、効果的に支援を行なう方法について、文

化人類学者や有識者等の支援を得るなどして、先住民の社会・文化に適した研修パッケージを

開発する。 

5-4 衛生面での対応 

 衛生コンポネントは、住民が安全な飲料水にアクセスするには不可欠なものであり、本プロ

ジェクトの効果を波及させるためにも、地方で衛生活動を実施している UNICEF 等と合同研

修やワークショップを開催するなど相互補完を検討する。 





 

 

添付資料 1: 調査日程 

 

# Date 
Activities and Issues to be covered 

JICA Mission Team Consultant  

1 9-Oct Sun  Arrival in Guatemala 

2 10-Oct Mon  

AM: Visit JICA Office to review expectations PM;; 

Meeting with Project Staffs to review current situation 

and .Review Committee members to explain key 

feature of Mid-term Review (MTR)  

3 11-Oct Tue  
Visit INFOM-UNEPAR and JICA Expert team to 

review 

4 12-Oct Wed  

AM: Filed visit to Quetzaltenango 

PM: Meeting with the CPs to understand current      

situation 

5 13-Oct Thu  Report writing 

6 14-Oct Fri  Report writing 

7 15-Oct Sat  Return to Guatemala City 

8 16-Oct Sun 

AM: Arrival in Guatemala  

AM: Internal Meeting 

 PM: Field visit to Quetzaltenango 

9 17-Oct Mon 
AM: Visit JICA Guatemala Office Field visit to Huehuetenango to meet with CP from the 

municipality and Canshac Water Committee. 

10 18-Oct Tue 

Meeting with offcials from 

INFOM-UNEPAR to identify the major 

achievements and key challenges  

Report writing 

11 19-Oct Wed 
Meeting with IDB POs and UNICEF DR to 

share info 

Report writing 

12 20-Oct Thu Field visit to Patzun, El Llano and El Sitio Return to Guatemala City 

13 21-Oct Fri Internal Meeting/Report Writing 

14 22-Oct Sat Report writing 

15 23-Oct Sun Completion of the MTR report in English and Spanish 

16 24-Oct Mon 

AM: Meeting with MoH & Mo Env 

officials to discuss on  
Collecting data at INFOM-UNEPAR 

Meeting with Review Committee members to discuss on context of MTR report. 

17 25-Oct Tue Meeting with INFOM-UNEPAR to discuss on further action points. 

18 26-Oct Wed 
The 6th JCC Meeting is organised to highlight key lesson learned in order to improve the quality of 

project implementation. 

19 27-Oct Thu Reporting to EoJ/JICA 

20 28-Oct Fri Depart from Guatemala 

 





 

 

添付資料 2: 主要面談者（敬称略） 

 

1 地方復興庁（INFOM / Municipal Development Institute） 

 Roberto Alfaro President 

 Edogar Ramirez Manager 

2 地方振興庁地方水道計画実施部（INFOM-UNEPAR / Executing） 

 Ana María de Arango Director, Social Management Program 

 Laura Gomez 
Rene Robles 

Director, Pre-investment Program 

 Director, Groundwater Program 

 Pedro Chamo Director, Coordination of Regional Offices 

3 米州開発銀行（Banco Internamericano de Desarrollo/Inter -American Development Bank） 

 Manuel Jose Navarrete Jimenez Sr. Advisor 

 Felix Aguinal Project Manager 

4 世界銀行（World Bank） 

 Fernando Paredes Operation Officer 

5 UNICEF 
 Ivan Yerovi H Deputy Representative 

 Ramiro Quezada Health & Nutrition Specialist 

6 公衆衛生・社会福祉省（Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social / Ministry of Public Health 

and Social Welfare） 

 Guillermo Guarte General Coordinator 

7 Ministry of Environment  

 Madina Mijangos Water Resources Specialist 

8 JICA グアテマラ事務所  

 佐々木 健夫 

肥田木 玲子 

所長 

企画調査員 

9 在グアテマラ 日本大使館 

長崎 輝章 
森田 聡 

 

特命全権大使 
一等書記官 

 





 

 

添付資料 3: プロジェクト対象地域地図 
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ク
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告

書
、

月
例

給
水

委
員

会
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
報

告
書

、
月

例
給

水
委

員
会

運
営

記
録

、
月

例
施

設
運

転
記

録
 

・
 IN

FO
M

-U
N

E
P

A
R

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

予
算

が
遅

滞
な

く
準

備
さ

れ
る

 

【
活

動
】
 

1-
1.

 
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
調

査
（
運

営
管

理
状

況
・
社

会
条

件
調

査
、

給
水

施
設

・
井

戸
調

査
）
を

行
う

 
1-

2.
 

IN
FO

M
-U

N
E

PA
R

本
部

及
び

地
方

事
務

所
職

員
に

対
す

る
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
案

）
を

作
成

す
る

 
1-

3.
 

下
記

の
研

修
教

材
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

（
新

規
作

成
、

既
存

改
訂

）
す

る
 

1-
3-

1.
 地

方
給

水
事

業
要

請
の

審
査

方
法

、
事

業
計

画
作

成
方

法
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

・
評

価
方

法
 

1-
3-

2.
 給

水
委

員
会

の
指

導
に

関
す

る
知

識
・
理

論
 

1-
3-

3.
 G

IS
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

構
築

を
含

め
た

サ
イ

ト
情

報
管

理
 

1-
3-

4.
 給

水
委

員
会

メ
ン

バ
ー

向
け

の
委

員
会

運
営

方
法

 
1-

3-
5.

 給
水

委
員

会
メ

ン
バ

ー
向

け
の

給
水

施
設

・
機

材
維

持
管

理
方

法
 

1-
4.

 
給

水
施

設
・
機

材
に

係
る

応
急

措
置

を
行

う
 

1-
5.

 
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

及
び

研
修

教
材

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
開

発
す

る
た

め
の

活
動

計
画

を
作

成
す

る
 

【
投

入
】

日
本

国
側

 
1.

日
本

人
専

門
家

（
短

期
）
 

・
 

総
括

／
地

方
給

水
計

画
 

・
 

副
総

括
／

研
修

計
画

監
理

 
・
 

地
下

水
管

理
／

水
理

地
質

／
G

IS
 

・
 

給
水

委
員

会
運

営
管

理
 

・
 

住
民

啓
発

／
衛

生
啓

発
 

・
 

給
水

施
設

・
機

材
維

持
管

理
 

2.
資

機
材

：
 

・
 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

用
G

IS
サ

ー
バ

ー
＆

ソ
フ

ト
 

・
 

井
戸

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

用
水

位
計

 
・
 

サ
イ

ト
用

簡
易

水
質

検
査

機
器

一
式

 
・
 

G
PS

 
・
 

ノ
ー

ト
パ

ソ
コ

ン
（
ス

キ
ャ

ナ
ー

、
プ

リ
ン

タ
ー

な
ど

を
付

属
）

【
前

提
条

件
】

・
 

「
グ

」
国

政
府

の
地

方
給

水
整

備
に

関
わ

る
地

下
水

利
用

に
係

る
政

策
が

大
幅

に
変

更
し

な
い

 
・
 

水
資

源
に

悪
影

響
を

与
え

る
異

常
気

象
に

見
舞

わ
れ

な
い

 
・
 

産
業

用
井

戸
（
農

業
、

工
業

等
）
の

大
量

揚
水

に
よ

り
地

下
水

資
源



3 

2-
1.

 
IN

FO
M

-U
N

E
PA

R
本

部
及

び
地

方
事

務
所

職
員

に
対

す
る

以
下

の
研

修
を

行
う

 
2-

1-
1.

 地
方

給
水

事
業

要
請

の
審

査
方

法
、

事
業

計
画

作
成

方
法

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・
評

価
方

法
 

2-
1-

2.
 給

水
委

員
会

の
指

導
に

関
す

る
知

識
・
理

論
 

2-
1-

3.
 G

IS
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

構
築

を
含

め
た

サ
イ

ト
情

報
管

理
 

2-
2.

 
モ

デ
ル

サ
イ

ト
4

ヶ
所

を
選

定
し

O
JT

に
よ

る
研

修
を

行
う

（
こ

の
際

に
地

方
自

治
体

の
参

加
を

促
す

）
 

2-
2-

1.
 給

水
委

員
会

の
運

営
に

係
る

指
導

実
習

を
行

う
 

2-
2-

2.
 給

水
委

員
会

に
よ

る
給

水
施

設
・
機

材
の

維
持

管
理

に
係

る
指

導
実

習
を

行
う

 
2-

2-
3.

 各
サ

イ
ト

で
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行
う

 
2-

3.
 

上
記

の
進

捗
及

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
結

果
を

受
け

、
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
開

発
さ

れ
る

3-
1.

 
残

り
10

カ
所

の
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
の

給
水

委
員

会
を

強
化

す
る

（
こ

の
際

に
地

方
自

治
体

の
参

加
を

促
す

）
 

3-
2.

 
14

ヶ
所

の
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
の

イ
ン

パ
ク

ト
調

査
（
運

営
管

理
状

況
・
社

会
条

件
調

査
、

給
水

施
設

、
井

戸
調

査
）
を

行
う

 
3-

3.
 

14
ヶ

所
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

を
支

援
し

た
際

の
成

功
・
失

敗
事

例
集

を
作

成
す

る
3-

4.
 

給
水

委
員

会
、

IN
FO

M
-U

N
E

PA
R

、
自

治
体

に
よ

る
農

村
地

域
に

お
け

る
地

下
水

給
水

施
設

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

実
施

体
制

の
あ

り
方

に
つ

い
て

の
提

言
を

ま
と

め
る

・
 

オ
ー

ト
レ

ベ
ル

・
 

C
A

D
 

グ
ア

テ
マ

ラ
国

側
 

1.
人

件
費

 
・
 

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

 
・
 

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

 
・
 

電
気

技
師

 
・
 

社
会

プ
ロ

モ
ー

タ
ー

 
・
 

そ
の

他
支

援
要

員
 

・
 

地
方

自
治

体
職

員
 

2.
施

設
、

資
機

材
 

・
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

事
務

所
（
日

本
人

専
門

家
用

）
 

・
 

研
修

場
所

 
・
 

オ
フ

ィ
ス

機
材

 
・
 

移
動

用
車

輌
 

3.
そ

の
他

 
・
 

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

・
出

張
経

費
 

・
 

調
達

機
材

関
連

税
負

担
 

が
枯

渇
し

な
い

 

 



 



添
付

資
料

5:
 
活
動
実
績
・
投
入
実
績

 

1
. 

活
動

実
施

計
画

（P
O

）及
び

実
績

 

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
期

間

JC
C

（
合

同
調

整
会

議
）

●
●

●
●

●
●

●
●

 J
IC

A
に

よ
る

評
価

・
調

査
◎

◎
◎

指
標

・目
標

値

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

１
：
　

地
下

水
給

水
施

設
の

運
営

・
維

持
管

理
に

関
す

る
研

修
実

施
体

制
が

構
築

さ
れ

る

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

３
：
　

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

基
づ

い
た

給
水

支
援

活
動

を
実

践
で

き
る

よ
う

に
な

る
。

1-
5

研
修

プ
ロ

グ
ラ

ム
及

び
研

修
教

材
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

開
発

す
る

た
め

の
活

動
計

画
を

作
成

す
る

。

IN
F
O

M
-
U

N
E
P

A
R

本
部

及
び

地
方

事
務

所
職

員
に

対
す

る
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

（
案

）を
作

成
す

る
。

1-
2

2-
2-

1

2-
1-

2

2-
1-

3

ア
ウ

ト
プ

ッ
ト

２
：
　

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

か
ら

選
定

さ
れ

た
4
ヶ

所
の

モ
デ

ル
サ

イ
ト

で
の

活
動

を
通

じ
て

有
効

な
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
開

発
さ

れ
る

。

給
水

委
員

会
メ

ン
バ

ー
向

け
の

給
水

施
設

・
機

材
維

持
管

理
方

法

3-
4

給
水

委
員

会
、

IN
F
O

M
-U

N
E
P

A
R

、
自

治
体

に
よ

る
実

施
体

制
の

あ
り

方
に

つ
い

て
の

提
言

を
ま

と
め

る
。

3-
1

残
り

1
0ヶ

所
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

の
給

水
委

員
会

を
強

化
す

る
。

3-
2

14
ヶ

所
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

の
イ

ン
パ

ク
ト

調
査

（運
営

管
理

状
況

・
社

会
条

件
調

査
、

給
水

施
設

、
井

戸
調

査
）を

行
う

。

3-
3

14
ヶ

所
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
サ

イ
ト

を
支

援
し

た
際

の
成

功
・失

敗
事

例
集

を
作

成
す

る
。

1-
3-

3

2-
3

上
記

の
進

捗
及

び
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
結

果
を

受
け

、
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
開

発
さ

れ
る

。

2-
2-

2
給

水
委

員
会

に
よ

る
給

水
施

設
・
機

材
の

維
持

管
理

に
係

る
指

導
実

習
を

行
う

。

2-
1

IN
F
O

M
-
U

N
E
P

A
R

本
部

及
び

地
方

事
務

所
職

員
に

対
す

る
以

下
の

研
修

を
行

う
。

活
動

お
よ

び
そ

の
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
（
成

果
）

1
-1

. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
ま

で
に

IN
F
O

M
-
U

N
E
P

A
R

職
員

向
け

研
修

が
内

規
化

さ
れ

る
（ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
値

：0
％

、
目

標
値

：
1
00

％
）

1
-2

. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
ま

で
に

IN
F
O

M
-
U

N
E
P

A
R

職
員

に
対

す
る

研
修

講
師

が
IN

F
O

M
-U

N
E
P

A
R

本
部

職
員

の
中

か
ら

認
定

さ
れ

る
（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
値

：0
人

、
目

標
値

：
各

テ
ー

マ
（
７

テ
ー

マ
）に

つ
き

１
人

以
上

）
1
-3

. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
ま

で
に

IN
F
O

M
-
U

N
E
P

A
R

職
員

（
本

部
、

及
び

3
地

方
事

務
所

の
技

術
系

、
社

会
系

別
）向

け
研

修
制

度
（
対

象
職

員
、

コ
ー

ス
、

期
間

、
講

師
認

定
制

度
）
が

、
IN

F
O

M
-U

N
E
P

A
R
で

準
備

さ
れ

る
。

1
-4

. 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
ま

で
に

IN
F
O

M
-
U

N
E
P

A
R

職
員

（
本

部
、

及
び

3
地

方
事

務
所

）
に

対
す

る
研

修
制

度
に

沿
っ

た
研

修
教

材
が

、
整

理
・準

備
さ

れ
る

。

H
23

年
度

1-
3-

5

1-
1

1-
3

1-
3-

4

1-
3-

1

1-
3-

2

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

調
査

（
運

営
管

理
状

況
・
社

会
条

件
調

査
、

給
水

施
設

・
井

戸
調

査
）を

行
う

。

下
記

の
研

修
教

材
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

（
新

規
作

成
、

既
存

改
訂

）
す

る
。

給
水

委
員

会
の

指
導

に
関

す
る

知
識

・理
論

地
方

給
水

事
業

要
請

の
審

査
方

法
、

事
業

計
画

作
成

方
法

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・評

価
方

法

2
-1

. 
活

動
2
－

1終
了

時
に

4
ヶ

所
の

モ
デ

ル
サ

イ
ト

の
給

水
委

員
会

へ
の

研
修

を
行

う
IN

F
O

M
-U

N
E
P

A
R

職
員

が
地

方
事

務
所

に
育

成
さ

れ
る

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
値

：
0
人

、
目

標
値

：
各

地
方

事
務

所
に

技
術

分
野

1
人

・社
会

分
野

1
人

以
上

）
2
-2

. 
活

動
2
－

2終
了

時
に

4
ヶ

所
の

モ
デ

ル
サ

イ
ト

で
給

水
施

設
の

稼
働

状
況

（
故

障
時

の
最

大
給

水
停

止
日

数
）
が

改
善

す
る

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
値

：9
0日

、
目

標
値

：1
回

の
故

障
時

の
最

大
給

水
停

止
日

数
6
０

日
を

下
回

る
）

2
-3

. 
2
01

1年
1
1月

ま
で

に
研

修
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
沿

っ
た

給
水

委
員

会
に

対
す

る
支

援
マ

テ
リ

ア
ル

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

、
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
等

）が
、

整
理

・準
備

さ
れ

る
。

20
11

20
12

20
10

H
24
年

度

給
水

施
設

・機
材

に
係

る
応

急
措

置
を

行
う

。
1-

4

2-
2

モ
デ

ル
サ

イ
ト

4
ヶ

所
を

選
定

し
O

J
T
に

よ
る

研
修

を
行

う
。

地
方

給
水

事
業

要
請

の
審

査
方

法
、

事
業

計
画

作
成

方
法

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・評

価
方

法

給
水

委
員

会
の

指
導

に
関

す
る

知
識

・理
論

G
IS

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の
構

築
を

含
め

た
サ

イ
ト

情
報

管
理

2-
1-

1

H
25

年
度

H
22

年
度

20
13

3
-1

.　
　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

終
了

ま
で

に
14

ヶ
所

の
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
の

給
水

委
員

会
へ

の
支

援
計

画
が

、
3
地

方
事

務
所

で
策

定
さ

れ
る

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
値

：0
％

、
目

標
値

：
10

0％
）

3
-2

.　
　

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

終
了

ま
で

に
14

ヶ
所

の
パ

イ
ロ

ッ
ト

サ
イ

ト
の

給
水

委
員

会
（地

下
水

給
水

施
設

を
利

用
）を

定
期

的
に

巡
回

指
導

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
す

る
（ベ
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2. 日本側の投入実績 

(1) 専門家 

氏名 担当 人月 合計
2010年4月14日 - 2010年5月28日 1.50 7.50
2010年8月21日 - 2010年11月18日 3.00
2011年2月13日 - 2011年3月14日 1.00
2011年6月14日 - 2011年8月12日 2.00
2010年4月14日 - 2010年8月26日 4.50 10.13
2011年1月5日 - 2011年3月14日 2.00

2011年5月15日 2011年8月31日 3.63
2010年4月14日 - 2010年4月28日 0.50 4.50
2010年7月18日 - 2010年8月16日 1.00
2010年11月7日 - 2010年12月6日 1.00
2011年2月17日 - 2011年3月18日 1.00
2011年7月17日 - 2011年8月15日 1.00
2010年4月14日 - 2010年4月28日 0.50 3.50
2010年8月25日 - 2010年10月23日 2.00
2011年2月1日 - 2011年3月2日 1.00

2010年5月17日 - 2010年6月15日 1.00 5.00
2010年8月4日 - 2010年9月2日 1.00

2010年10月3日 - 2010年11月1日 1.00
2011年2月1日 - 2011年3月2日 1.00
2011年8月1日 - 2011年8月30日 1.00

2010年4月14日 - 2010年5月13日 1.00 4.00
2010年7月1日 - 2010年7月30日 1.00

2010年11月7日 - 2010年12月6日 1.00
2011年1月17日 - 2011年2月15日 1.00

7 高橋　将彦 業務調整 2010年4月14日 - 2010年4月25日 0.40 9.79
2010年5月19日 - 2010年8月4日 2.56
2010年8月20日 - 2010年12月6日 3.53
2011年1月5日 - 2011年3月14日 2.30

2011年6月13日 - 2011年7月12日 1.00
9 岡村　章夫 通訳 2010年4月14日 - 2010年5月13日 1.00 1.00

45.42

期間

1 石田　智 総括／地方給水計画

3 池元　壮彦
地下水管理／水理地質／
GIS

中島　大助 副総括／研修計画監理2

4 加藤　智弘 給水委員会運営管理

5 安藤　稔文 住民啓発・衛生啓発

8 長澤　恒平 業務調整

6 山下　修司 給水施設・機材維持管理
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(3) 現地経費 

単位：日本円 

費目 1 年次 2 年次(8 月末まで） 合計 

傭人費 8,507,507 1,890,260 10,397,767

機材保守・管理費 0 5,828 5,828

消耗品費 390,312 90,120 480,432

旅費・交通費 0 0 0

通信運搬費 157,376 49,962 207,338

資料作成費 2,583,152 157,706 2,740,858

借料損料 4,880,593 507,367 5,387,960

光熱水料 0 0 0

人材養成確保費 0 0 0

施設・設備維持管理費 0 0 0

現地研修費 0 0 0

国内活動費 0 0 0

国内再委託費 0 0 0

雑費 0 0 0

携行機材購入費 0 163,346 163,346

合計 16,518,940 2,864,588 19,383,528

千円未満調整後 

合計額 

(千円未満切捨) (千円未満切捨)  

16,518,000 2,864,000 19,382,000
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(2) プロジェクト経費 
 

プロジェクト経費実績（グアテマラ川投入実績）（通貨単位：ケツァル） 

１年次 ２年次
2010年3月～2011年3月 2011年4月～2011年8月

1 座学研修 (2010年7月～11月)
1.1 日当・宿泊手当て 30,800 0 30,800
1.2 燃料費 75,357 0 75,357
1.3 昼食代 16,091 0 16,091

小計 122,248 0 122,248

2 OJT研修（2011年2月）
2.1 日当・宿泊手当て 6,090 0 6,090
2.2 燃料費 4,910 0 4,910

小計 11,000 0 11,000

3 モニタリング経費
3.1 日当 686 2,457 3,143
3.2 燃料費 949 4,742 5,691

小計 1,635 7,199 8,834

4 実地研修(地下水開発プログラム現場踏査）(2011年6月～7月)
4.1 日当・宿泊手当て 4,140 600 4,740
4.2 燃料費 3,319 434 3,753

小計 7,459 1,034 8,493

5 モニタリングワークショップ
5.1 日当 0 6,960 6,960

小計 6,960 6,960

6 JCC（第1回～第5回）
6.1 日当 1,280 320 1,600
6.2 燃料費 3,523 881 4,403
6.3 昼食代 17,494 3,613 21,106

小計 22,296 4,813 27,109

7 プロジェクト事務所経費
7.1 電話代 7,526 3,877 11,403
7.2 電気代 33,691 12,958 46,649
7.3 飲料水代 840 330 1,170

小計 42,057 17,165 59,222

合計 206,695 37,171 243,866

合計（GTQ）項目

 



4. 研修・ワークショップ実施実績 

年度 研修内容 開催日 期間 研修対象者 備考 

2010 地方給水計画 10 月 7 日 

10 月 8 日 

10 月 14 日 

10 月 28 日 

10 月 29 日 

10 月 15 日 

6 日間 開発実施部 1 名 

事前投資プログラム 2 名 

地下水開発プログラム 2 名 

地方事務所調整部 1 名 

社会開発プログラム 2 名 

首都圏事務所 2 名 

ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 4 名 

ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 5 名 

1-1 

2010 運営維持管理計画 10 月 21 日 

10 月 22 日 

2 日間 事前投資プログラム 2 名 

地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

社会開発プログラム 2 名 

首都圏事務所 3 名 

ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 4 名 

ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 4 名 

1-2 

2010 モニタリング・評価方

法 

11 月 4 日 

11 月 5 日 

2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

社会開発プログラム 2 名 

首都圏事務所 3 名 

ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 4 名 

ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 4 名 

1-3 

2010 給水計画 

衛生施設計画 

7 月 14 日 1 日間 INFOM-UNEPAR 本部 9 名 

INFOM-UNEPAR 地方事務所 7 名 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2010 給水施設の構成要素 8 月 5 日 1 日間 INFOM-UNEPAR 本部 4 名 

INFOM-UNEPAR 地方事務所 6 名 

2-5 

2010 運営維持管理状況の

把握 

2010 年 9 月 16

日～17 日 

 

 

2 日間 社会開発プログラム 2 名 

UNEPAR 首都圏事務所 2 名 

UNEPAR ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 2 名 

UNEPAR ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 2 名 

3-1 

2010 運営維持管理の進捗

モニタリング方法 

2010 年 9 月 23

日～24 日 

2 日間 社会開発プログラム 2 名 

UNEPAR 首都圏事務所 2 名 

UNEPAR ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 2 名 

UNEPAR ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 2 名 

3-2 

2010 運営維持管理の進捗

評価方法 

 

コミュニティプロジェク

ト運営維持管理支援

計画の策定 

2010 年 9 月 30

日～10 月 1 日 

2 日間 社会開発プログラム 2 名 

UNEPAR 首都圏事務所 2 名 

UNEPAR ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 2 名 

UNEPAR ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 2 名 

社会開発プログラム 2 名 

SAS1 名 

UNEPAR 首都圏事務所 1 名 

UNEPAR ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 2 名 

UNEPAR ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 1 名 

3-3, 3-4 

2010 給水衛生関連法 8 月 5-6 日、8 月

11-13 日 

5 日間 INFOM-UNEPAR 本部 5 名 

INFOM-UNEPAR 地方事務所 8 名 

4-1 

2010 住民啓蒙 8 月 20 日、8 月

25-26 日 

10 月 14 日、10

月 28 日 

5 日間 INFOM-UNEPAR 本部 5 名 

INFOM-UNEPAR 地方事務所 6 名 

4-2 

2010 衛生教育 10 月 15 日、10

月 28 日-29 日 

3 日間 INFOM-UNEPAR 本部 4 名 

INFOM-UNEPAR 地方事務所 7 名 

4-3 

2010 深井戸の構造 7 月 8 日 1 日間 開発実施部 2 名 

事前投資プログラム 5 名 

地下水開発プログラム 2 名 

5-1 



年度 研修内容 開催日 期間 研修対象者 備考 

地方事務所調整部 1 名 

地方事務所 8 名 

市役所 1 名 

2010 給水施設の仕組み 7 月 9 日 1 日間 開発実施部 1 名 

事前投資プログラム 5 名 

地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

地方事務所 8 名 

市役所 1 名 

5-2 

2010 給水施設維持管理方

法 

7 月 15 日-16 日 2 日間 開発実施部 1 名 

事前投資プログラム 3 名 

地下水開発プログラム 2 名 

地方事務所調整部 1 名 

地方事務所 6 名 

市役所 2 名 

5-3 

2010 発電機の仕組みとメン

テナンス 

7 月 22 日 1 日間 事前投資プログラム 3 名 

地下水開発プログラム 2 名 

地方事務所調整部 1 名 

地方事務所 7 名 

市役所 1 名 

5-4 

2010 漏水対策 11 月 25 日 1 日間 地方事務所調整部 1 名 

地方事務所 4 名 

5-5 

2010 深井戸・給水施設管

理 

11 月 26 日 1 日間 地方事務所調整部 1 名 

地方事務所 4 名 

5 

2010 孔内検層・ケーシング

プログラム作成 

8 月 2 日 

11 月 18 日 

11 月 23 日 

3 日間 地下水開発プログラム 1 名 6-4 

2010 電気探査 11 月 30 日～12

月 2 日 

3 日間 地下水開発プログラム 1 名 6-2 

2010 地質調査 7 月 10 日 

11 月 23 日 

2 日間 地下水開発プログラム 1 名 6-2 

2010 GIS 7 月 27 日～ 

8 月 12 日 

13 日間 地下水開発プログラム 1 名 

水質研究所 1 名 

SAS 1 名 

6-1 

2010 データベース 11 月 9 日～ 

11 月 29 

16 日間 地下水開発プログラム 1 名 

水質研究所 1 名 

事前投資プログラム 1 名 

6-1 

2010 水理地質調査の計画

法 

3 月 10 日～11

日 

2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

首都圏事務所 2 名 

ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 2 名 

ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 4 名 

6-4 

2010 井戸洗浄の技術 11 月 11 日,12 日 2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

地方事務所 7 名 

7-1 

2010 井戸改修の技術 11 月 18 日,19 日 2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

地方事務所 6 名 

7-1 

2010 ワークショップ（地方給

水セクター問題分析） 

5 月 21 日 

 

1 日間 INFOM-UNEPAR 本部 

INFOM-UNEPAR 地方事務所 

市役所 

50 名 

 

2010 「地方事務所技術者

向け研修指導要領」

OJT 

1 月 25 日 

～31 日 

5 日間 地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

 

2010 OJT 事前研修 2 月 3 日－4 日 2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

社会開発プログラム 1 名 

 



年度 研修内容 開催日 期間 研修対象者 備考 

首都圏事務所 3 名 

ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 4 名 

ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 5 名 

2010 OJT 研修（エル・ジャ

ノ） 

 

2 月 15 日－16

日 

2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

社会開発プログラム 1 名 

首都圏事務所 5 名 

給水委員会 7 名 

 

2010 OJT 研修（ニマサック） 

 

2 月 17 日－18

日 

2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

社会開発プログラム 1 名 

ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 5 名 

給水委員会 7 名 

 

2010 OJT 研修（ヌエバ・カン

デラリア） 

 

2 月 22 日－23

日 

2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 5 名 

給水委員会 7 名 

 

2010 OJT 研修（カンシャッ

ク） 

 

2 月 24 日－25

日 

2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

社会開発プログラム 1 名 

ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 6 名 

給水委員会 7 名 

 

2010 掘削サンプル記載実

習 

2 月 23 日 

2 月 25 日 

2 日間 地下水開発プログラム 1 名 6-2 

2010 モニタリングフォーマッ

トフォローアップ研修 

3 月 9 日 

3 月 11 日 

2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

社会開発プログラム 1 名 

 

2010 GIS/データベース、水

理地質調査/物理探

査、水質分析、水理地

質調査の計画法 

3 月 10 日 

3 月 11 日 

2 日間 地下水開発プログラム 1 名 

首都圏事務所 2 名 

ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 2 名 

ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 4 名 

6-1、6-2、

6-3、6-4、

2011 本部職員に対するモ

ニタリング活動フォロ

ーアップ 

5 月 23 日 

5 月 25 日 

2 日間 事前投資プログラム 1 名 

地下水開発プログラム 1 名 

社会開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 1 名 

水質研究所 1 名 

 

2011 モニタリング活動フォ

ローアップ 

7 月 7 日 

7 月 19 日 

2 日間 社会開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 2 名 

INFOM 維持管理部 1 名 

首都圏事務所 4 名 

ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 4 名 

ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 3 名 

 

2011 水理地質調査/地質

調査 

7 月 22 日 1 日間 地下水開発プログラム 1 名  

2011 モニタリング活動フォ

ローアップ 

8 月 4 日 1 日間 社会開発プログラム 1 名 

地方事務所調整部 2 名 

首都圏事務所 4 名 

ｹﾂｧﾙﾃﾅﾝｺﾞ事務所 4 名 

ｳｴｳｴﾃﾅﾝｺﾞ事務所 3 名 

 

 



大項目 小項目

全国の地方部のINFOM-UNEPARが所掌すべき給
水委員会（地下水給水施設を利用）のリストが作成さ
れINFOM-UNEPAR本部事務所、地方事務所、地方
自治体間で共有化、更新される（ベースライン値：存
在せず、目標値：更新・共有化1ヶ月に1回）

INFOM-UNEPARが所掌する全国の地方部の地下
水給水施設の稼働状況（1回の故障時の最大給水
停止日数）が改善する

給水委員会の積立金が増加する

プロジェクト終了までにINFOM-UNEPAR本部及び地
方事務所の担当職員が研修を受ける（ベースライン
値：0人、目標値：本部10人、地方事務所12人）

プロジェクト終了までに14ヶ所のパイロットサイトの給
水委員会が運営する給水施設の稼働状況（故障時
の最大給水停止日数）が改善する（ベースライン値：
90日、目標値：1回の故障時の最大故障継続日数60
日を下回る）

INFOM-UNEPAR地方事務所からの支援を受けなが
ら、運営維持管理計画が、14ヶ所のパイロットサイト
の給水委員会で見直される。（ベースライン値：首都
圏事務所7箇所中0箇所、ウエウエテナンゴ事務所3
箇所中0箇所、ケツァルテナンゴ事務所4箇所中0箇
所、目標値：首都圏事務所7箇所中7箇所、ウエウエ
テナンゴ事務所3箇所中3箇所、ケツァルテナンゴ事
務所4箇所中4箇所）

プロジェクト終了までに14ヶ所のパイロットサイトの給
水委員会の積立金が増加する（ベースライン値また
は目標値：各パイロットサイトにより異なる値を設定す
る）

プロジェクト終了までに14ヶ所のパイトッロサイトの給
水委員会が、月例給水委員会運営記録および月例
給水施設運転記録を所轄のINFOM-UNEPAR地方
事務所に毎月提出するようになる（ベースライン値：
0％、目標値：80％）

1-1 プロジェクト終了までにINFOM-UNEPAR 職員
向け研修が内規化される（ベースライン値：0％、目
標値：100％）

1-2 プロジェクト終了までにINFOM-UNEPAR職員に
対する研修講師がINFOM-UNEPAR本部職員の中
から認定される（ベースライン値：0人、目標値：各
テーマ（7テーマ）につき1人以上）

1-3　プロジェクト終了までにINFOM-UNEPAR職員
（本部、及び3地方事務所の技術系、社会系別）向け
研修制度（対象職員、コース、期間、講師認定制度）
が、INFOM-UNEPARで準備される。

1-4　プロジェクト終了までにINFOM-UNEPAR職員
（本部、及び地方事務所）に対する研修制度に沿っ
た研修教材が、整理・準備される。

2-1　活動2-1終了時に４ヶ所のモデルサイトの給水
委員会への研修を行うINFOM-UNEPAR職員が地方
事務所に育成される（ベースライン値：0人、目標値：
各地方事務所に技術分野1人・社会分野1人以上）

2-2 活動2-2州領事に４ヵ所のモデルサイトで給水
施設の稼働状況（故障時の最大給水停止日数）が
改善する（ベースライン値：90日、目標値：1回の故障
時の最大故障継続日数60日を下回る）

2-3　2011年11月までに研修プログラムに沿った給
水委員会に対する支援マテリアル（マニュアル、
フォーマット等）が整理・準備される。

3-1　プロジェクト終了までに14ヶ所のパイロットサイト
の給水委員会への支援計画が、地方事務所で策定
される。

3-2　プロジェクト終了までに14ヶ所のパイロットサイト
の給水委員会（地下水給水施設を利用）を定期的に
巡回指導・モニタリングする（ベースライン値：0回、目
標値：巡回指導3ヶ月に1回、電話モニタリング1ヶ月
に1回、月例給水委員会運営記録および月例給水
施設運転記録を毎月回収）

3-3　INFOM-UNEPARの地方事務所が所掌すべき
給水委員会（地下水給水施設を利用）のリストが作
成され、INFOM-UNEPAR本部事務所、地方事務
所、地方自治体間で共有化、更新される（ベースライ
ン値：存在せず、目標値：更新・共有化1ヶ月に1回）

1. 地下水給水施設の運営・維持管
理に関する研修実施体制が構築さ
れる。

2. パイロットサイトから選定された
4ヶ所のモデルサイトでの活動を通
じて有効な研修プログラムが開発さ
れる。

アウトプットの達成
状況

1.　実績の検証

評価
項目

実
績
の
検
証

プロジェクト目標
の達成見込み

INFOM-UNEPARの３地方事務所
（ケツァルテナンゴ事務所、首都圏
事務所、ウエウエテナンゴ事務所）
が所掌する給水委員会を支援する
能力が強化される。

データ収集方
法

上位目標達成の
見込み

地方振興庁地方水道計画実施部
（INFOM-UNEPAR)の支援により、
地方部の給水委員会(地下水給水
施設を利用)の給水施設に係る運
転・維持管理能力が強化される。

評価設問

INFOM-UNEPAR内部資料
月例給水委員会モニタリング報告書
月例給水委員会運営記録
月例施設運転記録

必要な情報・データ（指標） 情報源・指標の入手手段

資料レビュー
（専門家・

C/P・関係者へ
の）聞き取り調

査

添付資料6:グアテマラ国給水委員会強化とコミュニティー開発プロジェクト　中間レビュー 評価グリッド

INFOM-UNEPAR内部資料
プロジェクト事業完了報告書
インパクト調査報告書
月例給水委員会モニタリング報告書
月例給水委員会運営記録
月例施設運転記録

3. 研修プログラムに基づいた給水
委員会支援活動を実践できるよう
になる

ベースライン調査報告書
プロジェクト事業進捗報告書
プロジェクト事業完了報告書
モニタリング報告書

ベースライン調査報告書
プロジェクト事業進捗報告書
プロジェクト事業完了報告書
月例給水委員会モニタリング報告書
月例給水委員会運営記録
月例施設運転記録

資料レビュー
（専門家・

C/P・関係者へ
の）聞き取り調

査

資料レビュー
（専門家・

C/P・関係者へ
の）聞き取り調

査

資料レビュー
（専門家・

C/P・関係者へ
の）聞き取り調

査

資料レビュー
（専門家・

C/P・関係者へ
の）聞き取り調

査

ベースライン調査報告書
プロジェクト事業進捗報告書
プロジェクト事業完了報告書
月例給水委員会モニタリング報告書
月例給水委員会運営記録
月例施設運転記録

1/4



事業進捗報告書、投入実績資料 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

聞き取り調査

事業進捗報告書、投入実績資料 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

聞き取り調査

事業進捗報告書、投入実績資料 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

聞き取り調査

事業進捗報告書、投入実績資料 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所、地方自治
体

聞き取り調査

事業進捗報告書、投入実績資料 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

聞き取り調査

事業進捗報告書、投入実績資料 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

聞き取り調査

大項目 小項目

事業進捗報告書、PO、その他活動進捗管
理ツール

資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

質問票
聞き取り調査

実施体制図、JCCの実施記録、その他マ
ネジメントツール

資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所専門家、JICA事務所

質問票
聞き取り調査

事業進捗報告書、JCCその他会合実績 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所、JICA事務所

質問票
聞き取り調査

事業進捗報告書 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所、JICA事務所

質問票
聞き取り調査

モニタリングツール・記録、事業進捗報告
書

資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所専門家、JICA事務所

質問票
聞き取り調査

事業進捗報告書、その他研修実施記録 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P
質問票
聞き取り調査

事業進捗報告書、その他研修実施記録 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

質問票
聞き取り調査

事業進捗報告書、その他研修実施記録 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所、モデルサイ
トの給水委員会

質問票
聞き取り調査

配置されている専門家は適切な人
材か、十分に活動に従事している
か

専門家人材の専門性等の適切性、プロジェクト活動
への参加方法・頻度、専門家間での役割分担

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

聞き取り調査

配置されているC/Pは適切な人材
か、十分に活動に従事しているか

C/P人材の職制(所属先、専門性等）の適切性、プロ
ジェクト活動への参加方法・頻度

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P 聞き取り調査

事業進捗報告書 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所、モデルサイ
トの地方自治体、給水委員会

質問票
聞き取り調査

事業進捗報告書 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P 聞き取り調査

事業進捗報告書 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所、モデルサイ
トの地方自治体、給水委員会

質問票
聞き取り調査

PDMの改訂

人材の配置状況

1.　日本人専門家（短期）

2.　施設、資機材

実施機関・C/Pの参加度、投入実績、グアテマラ側
担当事項の実施状況

INFOM-UNEPAR地方事務所、地
方自治体関係者、給水委員会や
住民はプロジェクトの活動に十分に
参加しているか

実施体制に関する変更の有無、モデルサイトの社会
経済状況による影響の有無、PDM各項目の活動の
実施状況、課題の現状、課題への対処状況、今後
の見通し

活動実施状況

技術移転の方法
技術移転の達成目標・手法が明確
か、方法に問題はないか

プロジェクトの実
施体制

INFOM-UNEPAR本部職員に対する技術移転の達
成目標、手法、達成状況、満足度、問題点

INFOM-UNEPAR地方事務所職員に対する技術移
転の達成目標、手法、達成状況、満足度、問題点

情報源

マネジメント体制は適切に機能して
いるか

意思決定の方法（必要な関係者が含まれているか、
適切なタイミングで行われているか等）、指示系統が
機能しているか

関係者間のコミュニケーションは適
切にとられているか

情報交換/コミュニケーションの方法・頻度（JCC、進
捗報告、オペレーション会議等各種会合の開催実
績）、共有されている情報内容・量

実施機関やC/Pのオーナーシップ
は十分か

プロジェクトの進捗管理・モニタリン
グは適切に行われているか

モニタリングの方法・頻度、モニタリング結果が関係
者間で共有され次の活動に活かされているか

データ収集方
法

グアテマラ側の投
入実績

評価
項目

2.　実施プロセス

評価設問
必要な情報・データ

その他、実施過
程で生じている問
題、効果発現に
影響を与えた要
因等

その他、中間レビュー時点までに
何らかの課題が生じているか、生じ
た課題に対してどのように対処して
いるか

活動は計画通りに実施されたか
実施時期、達成度、進捗状況、進捗に影響を与えた
問題等

日本側の投入実
績

プロジェクト経費

2.　資機材

・ モニタリング用GISサーバー＆ソフト
・ 井戸モニタリング用水位計
・ サイト用簡易水質検査機器一式
・ GPS
・ ノートパソコン（スキャナー、プリンターなどを付属）
・ オートレベル
・ CAD

実
施
プ
ロ
セ
ス

給水委員会に対する技術移転の達成目標、手法、
達成状況、満足度、問題点

ターゲットグルー
プや関係組織の
参加度・認識

カウンターパート
コーディネーター
電気技師
社会プロモーター
その他支援要員
地方自治体職員

現地プロジェクト活動経費

総括/地方給水計画
副総括/研修計画監理
地下水管理/水理地質/GIS
給水委員会運営管理
住民啓発/衛生啓発
給水施設・機材維持管理

プロジェクト事務所（日本人専門家用）
研修場所
オフィス機材
移動用車輌

3.　その他
カウンターパート・出張経費
調達機材関連税負担

1.　人件費

各関係者の活動への参加方法・頻度、参加実績

目標と成果の達成度合いを適切に
表現できる指標が設定されている
か

目標に対して指標の内容、目標値、ロジック、PDM内
容が適切か、関係者の共通理解が醸成されている
か
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大項目 小項目

事前調査報告書、事業進捗報告書、グア
テマラ政府開発計画

資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメント職
員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事務所、地
方自治体、給水委員会、JICA事務所

質問票
聞き取り調査

現行の国家計画、給水事業計画、それら
の関連報告書

資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、JICA事務所

質問票
聞き取り調査

現行の対グアテマラ国別援助計画 資料レビュー

JICA事務所 聞き取り調査

事業進捗報告書 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、JICA事務所

聞き取り調査

事業進捗報告書 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

質問票
聞き取り調査

日本の技術の優位性はあるか
日本に対象技術のノウハウは蓄積されているか、日
本の経験を活かせるか

専門家、JICA事務所 聞き取り調査

事業進捗報告書、該当する政府・他ド
ナー・JICA事業の関連文書

資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所、JICA事務所

質問票
聞き取り調査

事業進捗報告書 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所、JICA事務所

質問票
聞き取り調査

実績の検証結果

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

実績の検証結果

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

実績の検証結果

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

アウトプットはプロジェクト目標を達
成するために十分か

実績の検証結果 実績の検証結果

事業進捗報告書、予算投入実績 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

プロジェクト目標達成のための新た
な外部条件があるか

新たな外部条件の有無
専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

聞き取り調査

実績の検証結果

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

実績の検証結果

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

実績の検証結果

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

アウトプットを産出するために十分
な活動であったか

実績の検証及び実施プロセスの分析結果 実績の検証及び実施プロセスの分析結果

事業進捗報告書、予算投入実績 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

アウトプット達成のための新たな外
部条件があるか

新たな外部条件の有無
専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

聞き取り調査

事業進捗報告書、各投入実績 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

プロジェクトはグアテマラの社会や
ターゲットグループのニーズに合致
しているか、事前評価で確認された
必要性の状況に変更はないか

評価設問
必要な情報・データ 情報源

活動からアウトプットに至るまでの
外部条件は現時点においても正し
いか、外部条件の影響はあったか

データ収集方
法

3.　評価5項目による評価

効
率
性

活動とアウトプット
産出の因果関係

アウトプットの産出

投入のタイミング・
質・量

その他

手段としての適切
性

優先度

必要性

プロジェクト目標
の達成見込み

アウトプットとプロ
ジェクト目標達成
の因果関係

妥
当
性

有
効
性

評価
項目

モデルサイトの選定は適切かつ十
分であったか

モデルサイトでの活動への関係者の参加状況、活動
の展開状況、当初計画からの変更の有無、実績の
検証結果

地下水給水による給水施設整備・運営・維持管理の
技術強化に対するニーズ、課題・問題点の現状

政府による関連事業、他ドナーに
よるプロジェクト、他のJICA事業等
との連携・デマケは明確に示されて
いるか、相乗効果が生じているか

該当する政府・他ドナー・JICA事業の内容、各事業
の関連性、他事業との連携による活動の実施状況

グアテマラの現行の国家開発計画における優先度、
給水分野の動向、給水事業の実施計画との整合性

日本のODA政策との整合性はある
か

日本の援助政策、国別援助計画との整合性

プロジェクトの内容・デザイン・アプ
ローチは開発課題に効果を生む手
段として現時点でも適切か

プロジェクトの内容・デザイン・アプローチの適切性、
当初計画からの変更の有無(変更があればその適切
性）、実績の検証結果

グアテマラの開発政策との整合性
はあるか

プロジェクト開始後、プロジェクトを
取り巻く環境（制度・政策面、社会・
経済動向等）の変化はないか

実施機関の組織変革、プロジェクトの位置付けの変
化、他ドナーによる類似プロジェクトの開始の有無、
社会・経済状況の変化等

プロジェクト目標達成の貢献要因
は何か

実績の検証結果、関係者所感

プロジェクト目標は達成が見込まれ
るか

実績の検証結果、関係者所感

アウトプットの産出状況は適切か 実績の検証結果、関係者所感

アウトプットの算出に貢献した要因
は何か

実績の検証結果、関係者所感

プロジェクト目標達成を阻害する要
因は何か

実績の検証結果、関係者所感

アウトプットからプロジェクト目標に
至るまでの外部条件は現時点にお
いても正しいか、外部条件の影響
はあったか

「INFROM-UNEPARカウンターパート予算が遅滞無
く準備される」

アウトプットの算出を阻害した要因
は何か

実績の検証結果、関係者所感

「INFROM-UNEPARカウンターパート予算が遅滞無
く準備される」

活動を行うために過不足ない量・
質の投入が、タイミングよく実施さ
れたか

投入の実績及び実施プロセスの分析結果、投入の
過不足やタイミングによる活動への影響
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実績の検証結果

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

入手可能な適切な指標が設置され
ているか

指標の情報の入手可能性
専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

聞き取り調査

事業進捗報告書 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

上位目標とプロジェクト目標は乖離
していないか

実績の検証結果 実績の検証結果

「開発された研修プログラムがプロジェクト実施後に
新規雇用されるINFROM-UNEPAR職員に対し適切
に実施される」

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

聞き取り調査

「14ヶ所のパイロットサイトの各給水委員会が裨益住
民の信頼を得ている」

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所、モデルサイ
トの給水委員会

聞き取り調査

上位目標達成に至るまでの外部条
件が新たに想定されるか

新たな外部条件の有無
専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

聞き取り調査

政策の策定と法律・制度・基準などの整備への影響
の有無

ジェンダー、人権、貧富など社会・文化的側面への
影響の有無

ターゲットグループへのその他の影響の有無

地方給水に関する事業実施計画 資料レビュー

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

必要な法制度の整備状況
専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

聞き取り調査

他の地方事務所に活動を普及させるための取り組
みが担保されるか

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

聞き取り調査

関連各機関は、協力終了後も活動
を継続するための組織能力はある
か

INFOM-UNEPAR本部、地方事務所、（地方自治体）
の組織体制、人員配置等

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

実施機関のプロジェクトに対する
オーナーシップは十分か

INFOM-UNEPAR本部、地方事務所のプロジェクト活
動に対する実施方針、実施計画

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

活動継続のための予算がどの程度
確保されているか、プロジェクトによ
り経費が増加するか(増加分は確保
されているか）

INFOM-UNEPAR本部、地方事務所の予算配置状
況、プロジェクト経費の支出状況、増加分があれば
それを考慮した予算計画の策定状況

専門家、INFOM-UNEPAR本部マネジメン
ト職員及びC/P、INFOM-UNEPAR地方事
務所

質問票
聞き取り調査

移転された技術は受け入れられて
いるか

技術レベル・社会的・慣習的要因などの問題、技術
の活用状況

専門家、INFOM-UNEPAR本部のC/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

質問票
聞き取り調査

技術普及の体制が構築されているか
専門家、INFOM-UNEPAR本部のC/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

聞き取り調査

技術の維持・アップデイトの仕組みが検討されている
か

専門家、INFOM-UNEPAR本部のC/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

聞き取り調査

社会・文化・環境
面

女性、貧困層、社会的弱者、環境
への配慮不足により持続的効果を
妨げる可能性はないか

持続的効果の発現の促進要因と阻害要因
専門家、INFOM-UNEPAR本部のC/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所

聞き取り調査

イ
ン
パ
ク
ト

上位目標達成の
見込み

波及効果

自
立
発
展
性

政策・制度面 プロジェクトが開発している研修制
度やINFOM-UNEPARの活動内容
が継続され、他地域でも活用する
ための関連規制、法制度は整備さ
れているか

組織・財政面

技術面
技術普及・維持のメカニズムはプロ
ジェクトに取り込まれているか

プロジェクト終了後も政策支援が継
続するか

専門家、INFOM-UNEPAR本部C/P、
INFOM-UNEPAR地方事務所、モデルサイ
トの地方自治体、給水委員会

質問票
聞き取り調査

上位目標以外の正負のインパクト
が見込まれるか

上位目標とプロ
ジェクト目標の因
果関係

上位目標の達成を阻害する要因の有無

グアテマラの給水衛生事業実施計画、方針、動向

プロジェクトの効果として上位目標
の発現が見込まれるか

実績の検証結果、関係者所感

プロジェクト目標から上位目標に至
るまでの外部条件は現時点におい
ても正しいか、外部条件の影響は
あったか

上位目標の達成を阻害する要因が
あるか

4/4
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